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平成１９年第５回那須烏山市議会定例会（第１日） 

 

平成１９年１２月４日（火） 

                          開会 午前１０時００分 

                          散会 午後 ５時３９分 

 

◎出席議員（１９名） 

     １番  松 本 勝 栄 君        ２番  渡 辺 健 寿 君 

     ３番  久保居 光一郎 君        ４番  髙 徳 正 治 君 

     ５番  亓味渕   博 君        ６番  沼 田 邦 彦 君 

     ７番  佐 藤 昇 市 君        ８番  佐 藤 雄次郎 君 

     ９番  野 木   勝 君       １０番  大 橋 洋 一 君 

    １１番  亓味渕 親 勇 君       １３番  平 山   進 君 

    １４番  水 上 正 治 君       １５番  小 森 幸 雄 君 

    １６番  平 塚 英 教 君       １７番  中 山 亓 男 君 

    １８番  樋 山 隆四郎 君       １９番  滝 田 志 孝 君 

    ２０番  髙 田 悦 男 君 

◎欠席議員（１名） 

    １２番  大 野   曄 君 

◎説明のため出席した者の職氏名 

    市長         大 谷 範 雄 君 

    副市長        山 口 孝 夫 君 

    収入役        石 川 英 雄 君 

    教育長        池 澤   進 君 

    総務部長       大 森   勝 君 

    市民福祉部長     雫   正 俊 君 

    経済環境部長     佐 藤 和 夫 君 

    建設部長       池 尻 昭 一 君 

    教育次長       堀 江 一 慰 君 

◎事務局職員出席者 

    事務局長       田 中 順 一 

    書  記       藤 田 元 子 
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    書  記       佐 藤 博 樹 

    書  記       菊 地 唯 一 

 



平成19年第５回定例会 第１日 

－5－ 

○議事日程 

   日程 第 １ 会議録署名議員の指名について（議長提出） 

   日程 第 ２ 会期の決定について（議長提出） 

   日程 第 ３ 議案第 ８号 那須烏山市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定に 

                 ついて（市長提出） 

   日程 第 ４ 議案第１１号 那須烏山市奨学金給付条例の制定について（市長提出） 

   日程 第 ５ 議案第１５号 那須烏山市奨学基金設置及び管理条例の一部改正につい 

                 て（市長提出） 

   日程 第 ６ 議案第 ９号 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する 

                 法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に 

                 ついて（市長提出） 

   日程 第 ７ 議案第１０号 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条 

                 例の整理に関する条例の制定について（市長提出） 

   日程 第 ８ 議案第１２号 那須烏山市職員給与条例の一部改正について（市長提 

                 出） 

   日程 第 ９ 議案第１３号 那須烏山市水道事業設置及び経営基本条例の一部改正に 

                 ついて（市長提出） 

   日程 第１０ 議案第１４号 那須烏山市簡易水道事業設置及び経営基本条例の一部改 

                 正について（市長提出） 

   日程 第１１ 議案第１６号 那須烏山市農産物等加工処理施設の指定管理者の指定に 

                 ついて（市長提出） 

   日程 第１２ 議案第１７号 那須烏山市農業会館の指定管理者の指定について（市長 

                 提出） 

   日程 第１３ 議案第１８号 那須烏山市八ヶ代コミュニティーセンターの指定管理者 

                 の指定について（市長提出） 

   日程 第１４ 議案第１９号 那須烏山市民ふれあい農園・ふれあい交流体験館の指定 

                 管理者の指定について（市長提出） 

   日程 第１５ 議案第２０号 那須烏山市自然休養村センター他４施設の指定管理者の 

                 指定について（市長提出） 

   日程 第１６ 議案第２１号 那須烏山市山あげ会館の指定管理者の指定について（市 

                 長提出） 

   日程 第１７ 議案第２２号 那須烏山市龍門ふるさと民芸館の指定管理者の指定につ 
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                 いて（市長提出） 

   日程 第１８ 議案第２３号 那須烏山市観光物産センター（１階）の指定管理者の指 

                 定について（市長提出） 

   日程 第１９ 議案第２４号 平成１９年度農地農業用施設災害復旧事業の施行につい 

                 て（市長提出） 

   日程 第２０ 議案第２５号 財産の取得について（市長提出） 

   日程 第２１ 議案第２６号 字の区域の変更について（市長提出） 

   日程 第２２ 議案第 １号 平成１９年度那須烏山市一般会計補正予算について（市 

                 長提出） 

   日程 第２３ 議案第 ２号 平成１９年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算 

                 について（市長提出） 

   日程 第２４ 議案第 ３号 平成１９年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算につ 

                 いて（市長提出） 

   日程 第２５ 議案第 ４号 平成１９年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計補正 

                 予算について（市長提出） 

   日程 第２６ 議案第 ５号 平成１９年度那須烏山市下水道事業特別会計補正予算に 

                 ついて（市長提出） 

   日程 第２７ 議案第 ６号 平成１９年度那須烏山市簡易水道事業特別会計補正予算 

                 について（市長提出） 

   日程 第２８ 議案第 ７号 平成１９年度那須烏山市水道事業会計補正予算について 

                 （市長提出） 

   日程 第２９ 付託第 １号 請願書等の付託について（議長提出） 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○本日の会議に付した事件 

   議事日程に同じ 
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［午前１０時００分開会］ 

○議長（小森幸雄君）  おはようございます。ただいま出席している議員は１９名です。１２

番大野 曄議員から欠席の通知がありました。定足数に達しておりますので、平成１９年第５

回那須烏山市議会定例会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に報告いたします。地方自治法第１２１条の規定に基づき、市長以下関係部長

の出席を求めておりますので、ご了解願います。 

 次に本日からの定例会にあたり、去る１１月２６日に議会運営委員会を開き、議会運営委員

会の決定に基づき会期及び日程を編成しましたので、ご協力くださるようお願い申し上げます。 

                                    

     ◎市長あいさつ 

 

○議長（小森幸雄君）  ここで、市長のあいさつとあわせて行政報告を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇 あいさつ〕 

○市長（大谷範雄君）  おはようございます。ごあいさつ並びに行政報告を申し上げます。 

 本日、平成１９年第５回那須烏山市議会定例会を開催させていただきましたところ、大変ご

多用の中をご参集を賜りましてまことにありがとうございます。 

 光陰矢の如しと申しますが、ことしもはや師走を迎えておりまして何かと気ぜわしく、また

ご多忙のところ、ご出席をいただきまして重ねて感謝を申し上げる次第であります。 

 さて、今期定例会は２６議案を上程をさせていただきます。執行部一同、誠心誠意相務めさ

せていただきます。何とぞ慎重審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

 ここで行政報告をさせていただきます。まず、７５歳以上の高齢者を対象とする新たな公的

医療保険、後期高齢者医療制度が来年４月よりスタートいたします。過日、１１月２９日、県

内全市町が参加する広域連合議会が開催され、県内平均保険料を盛り込んだ条例が議決をされ

ました。その条例の内容でございますが、平均保険料、年額６万９,６００円、月平均５,８００

円であります。低所得者の軽減措置後は平均で５万８,８００円、月平均が４,９００円。この

２００８年度の対象者は県内でおおむね２１万人となっております。ちなみに那須烏山市は４,

８５０人が対象者となります。 

 私は、当議会開会前の全員協議会の席上、要望事項という形で発言をさせていただきました。

その内容でありますが、昨今の住民の声は、住民福祉の向上を目指す行政姿勢とは裏腹に福祉

の低下を招いているという声が大変強いわけであります。国が進めます相次ぐ福祉医療制度改
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正に伴う、いわば住民の負担増がその背景にあるからであります。後期高齢者医療制度もまさ

にその一例であり、導入後、生活苦に悩む住民あるいは公金等の未納者の急増など想定をされ

るわけであります。したがいまして、要望したいことは県を挙げて制度改正の必要性などを徹

底して周知、ＰＲする必要性を強く感じております。重ねてぜひ周知活動を徹底していただき

たいというような要望をしたわけでありますので、ご報告を申し上げます。 

 次に、こども館設置につきましては、おかげさまにて１０月１日開所をさせていただきまし

た。１１月２５日はこども館祭りを開催をさせていただき、１６にも及ぶボランティア団体や

入館者など８００人がご参集をいただき、盛大なこども館祭りが開催できましたことは、まこ

とに感謝にたえないところであります。今後にありましても、徐々にではありますけれども、

管内の整備を進め、子育て支援、家庭教育の充実及び振興を図るため、諸施策あるいは周知活

動に努め、魂の入ったこども館を目指していきたいと考えておりますので、さらなるご支援を

賜りますようにお願いを申し上げます。 

 英語特区の認証が１１月２２日決定がなされまして、内閣府からご報告がありましたのでお

知らせをいたします。来年４月から市内小中学校に週１時間程度、総合学習の時間から英語コ

ミュニケーション科がスタートすることになります。本市の子供たちの語学力の向上、ひいて

は英語に関心、興味を持ち、国際感覚の醸成の一助になるものと確信をいたしております。 

 終わりに、市道路整備につきご報告を申し上げます。平成１９年度より内閣府の認証をいた

だきましたきらりと光る那須烏山市活性化計画、この事業費はおおむね２８億円を予定をいた

しておりますが、本事業は道路整備交付金と合併特例債と合体した市道整備事業であります。

一般財源が事業費の２.５％で済むという極めて有利な事業であります。 

 平成１９年度より５カ年計画で１８路線を計画いたしておりますことは、既にご承知のとお

りであります。今、建設部担当職員、日夜休日を返上して懸命に用地交渉を初めといたしまし

てその事務に励んでおります。そのかいもありまして、順調に進捗をしていることをご報告申

し上げます。 

 さて、今期定例会、条例制定４件、条例の一部改正４件、指定管理者の指定について８件、

災害復旧事業について１件、財産の取得について１件、字の区域の変更について１件、補正予

算案７件、計２６議案を上程させていただきます。何とぞ慎重審議を賜りますよう重ねてお願

いを申し上げまして、あいさつ並びに行政報告とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。事務局長に朗

読いたさせます。 

〔事務局長 朗読〕 
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議事日程 

平成１９年第５回那須烏山市議会定例会（第１日） 

   開    議 平成１９年１２月４日（火）  午前１０時 

   日程 第 １ 会議録署名議員の指名について（議長提出） 

   日程 第 ２ 会期の決定について（議長提出） 

   日程 第 ３ 議案第 ８号 那須烏山市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定に 

                 ついて（市長提出） 

   日程 第 ４ 議案第１１号 那須烏山市奨学金給付条例の制定について（市長提出） 

   日程 第 ５ 議案第１５号 那須烏山市奨学基金設置及び管理条例の一部改正につい 

                 て（市長提出） 

   日程 第 ６ 議案第 ９号 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する 

                 法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に 

                 ついて（市長提出） 

   日程 第 ７ 議案第１０号 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条 

                 例の整理に関する条例の制定について（市長提出） 

   日程 第 ８ 議案第１２号 那須烏山市職員給与条例の一部改正について（市長提 

                 出） 

   日程 第 ９ 議案第１３号 那須烏山市水道事業設置及び経営基本条例の一部改正に 

                 ついて（市長提出） 

   日程 第１０ 議案第１４号 那須烏山市簡易水道事業設置及び経営基本条例の一部改 

                 正について（市長提出） 

   日程 第１１ 議案第１６号 那須烏山市農産物等加工処理施設の指定管理者の指定に 

                 ついて（市長提出） 

   日程 第１２ 議案第１７号 那須烏山市農業会館の指定管理者の指定について（市長 

                 提出） 

   日程 第１３ 議案第１８号 那須烏山市八ヶ代コミュニティーセンターの指定管理者 

                 の指定について（市長提出） 

   日程 第１４ 議案第１９号 那須烏山市民ふれあい農園・ふれあい交流体験館の指定 

                 管理者の指定について（市長提出） 

   日程 第１５ 議案第２０号 那須烏山市自然休養村センター他４施設の指定管理者の 

                 指定について（市長提出） 

   日程 第１６ 議案第２１号 那須烏山市山あげ会館の指定管理者の指定について（市 
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                 長提出） 

   日程 第１７ 議案第２２号 那須烏山市龍門ふるさと民芸館の指定管理者の指定につ 

                 いて（市長提出） 

   日程 第１８ 議案第２３号 那須烏山市観光物産センター（１階）の指定管理者の指 

                 定について（市長提出） 

   日程 第１９ 議案第２４号 平成１９年度農地農業用施設災害復旧事業の施行につい 

                 て（市長提出） 

   日程 第２０ 議案第２５号 財産の取得について（市長提出） 

   日程 第２１ 議案第２６号 字の区域の変更について（市長提出） 

   日程 第２２ 議案第 １号 平成１９年度那須烏山市一般会計補正予算について（市 

                 長提出） 

   日程 第２３ 議案第 ２号 平成１９年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算 

                 について（市長提出） 

   日程 第２４ 議案第 ３号 平成１９年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算につ 

                 いて（市長提出） 

   日程 第２５ 議案第 ４号 平成１９年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計補正 

                 予算について（市長提出） 

   日程 第２６ 議案第 ５号 平成１９年度那須烏山市下水道事業特別会計補正予算に 

                 ついて（市長提出） 

   日程 第２７ 議案第 ６号 平成１９年度那須烏山市簡易水道事業特別会計補正予算 

                 について（市長提出） 

   日程 第２８ 議案第 ７号 平成１９年度那須烏山市水道事業会計補正予算について 

                 （市長提出） 

   日程 第２９ 付託第 １号 請願書等の付託について（議長提出） 

 以上、朗読を終わります。 

                                    

     ◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（小森幸雄君）  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、

会議規則第８０条の規定により、議長において指名いたします。会議録署名議員に 

       ２番 渡辺健寿議員 

       ３番 久保居光一郎議員を指名いたします。 
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     ◎日程第２ 会期の決定について 

 

○議長（小森幸雄君）  日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。この定例会の会期は、さきに送付したとおり本日から１２月１２日まで

の９日間としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から９日間に決定いたしました。なお、会期中の会議の日程は、送

付してあります会期日程表により行いますので、ご協力願います。 

                                    

     ◎日程第３ 議案第８号 那須烏山市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定に 

                 ついて 

 

○議長（小森幸雄君）  日程第３ 議案第８号 那須烏山市職員の自己啓発等休業に関する

条例の制定についてを議題といたします。 

 本案についての提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま上程となりました議案第８号につきまして、提案理由の説

明を申し上げます。 

 本案は、地方公務員法の一部を改正する法律が施行され、自己啓発等休業制度が創設された

ことに伴いまして、職員が自発的に就学または国際貢献活動を行う場合に、その自発性等を積

極的に生かす休業制度の導入が必要となり、那須烏山市職員の自己啓発等休業に関する条例を

制定するものであります。 

 詳細につきましては、総務部長に補足説明をさせますので、何とぞ慎重審議をいただきまし

て可決、ご決定賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長の補足説明を求めます。 

 総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  命によりまして、議案第８号 那須烏山市職員の自己啓発等休

業に関する条例について、運用を踏まえながら条文に沿ってご説明申し上げます。 

 では、１ページをお開きいただきたいと存じます。第１条につきましては、市長提案理由に
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も述べられておりますように、地方公務員法の第２６条の５の規定が新たに今回追加をされま

した。その関係から、職員の自己啓発等に関し必要な事項を定めることといたしたものでござ

います。 

 第２条は自己啓発休業の承認を定めたものでございまして、任命権者、市長、教育委員会は

在職期間が２年以上ある職員が申請した場合、公務の運営に支障がなく、かつ当該職員の公務

に関する能力の向上に資すと認めたときは、大学課程の履修または国際貢献活動のために休業

することができることといたしたものでございます。 

 第３条につきましては、地方公務員法第２６条の５第１項の規定に基づき休業期間を定めた

ものでありまして、大学課程のための履修、一定の学科、課程をおさめる休業にあっては２年、

特に大学院博士後期課程の成果を上げるために必要な場合等にあっては３年、国際貢献活動の

ための休業にあっては３年以内といたしたものでございます。 

 第４条につきましては、休業の対象となる大学等、教育施設を定めたものでございます。第

１号は大学、大学における専攻科及び大学院を含むものとし、第２号では、大学または大学院

に相当する教育を行うと認められる課程、学士とか修士関係を置く教育施設とし、次のページ

になりますが、第３号では第１号から第２号に相当する外国の大学、第４号では任命権者が認

めるものとして、公務に関する能力の向上に資すると判断した場合、短期大学、専修学校も休

業の対象とすることができるものといたしたものでございます。この４号の規定については、

国家公務員はなくて、地方公務員のみの規定ということになります。 

 第５条では、休業の対象となる外国における奉仕活動の定義を定めたもので、国際貢献の休

業は国際協力に資するという目的を持って行う活動であることから、独立行政法人国際協力機

構が開発途上地域における移住者等に対する援助及び指導を国の内外を問わず一貫して実施す

る奉仕活動とし、第２号では、海外の姉妹都市としての国際交流に関しての活動に関する奉仕

活動であり、この場合は職員として参加することが適当であると任命権者が認めたものである

ということになってございまして、国際貢献活動としては公務員の服務義務に反するような活

動ではないこと。目的内容の大枠が変化しないこと。活動国において安全に活動を実施するた

めに必要な設備、受け入れ体制が整っていること等を考慮し、判断をすべきものというふうに

考えております。 

 次に、第６条でございますが、自己啓発休業の申請について定めたもので、休業しようとす

る期間の初日及び終わりの日、またはその期間中の履修、国際貢献活動の内容を明らかにしな

ければならないといたしたものでございます。 

 第７条につきましては、自己啓発等休業の期間の延長を定めたものでありまして、第３条の

規定、大学にあっては２年、国際貢献活動にあっては３年以内を超えない範囲内において１回
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に限り延長申請ができることといたしたものでございます。また、自己啓発休業の取得回数等

につきましては、制度上については特に制限はございません。繰り返し取得することも可能で

あります。ただし、職員がその本来の業務をおろそかにしてまで自己啓発に携わることは適当

ではなく、承認にあたっては任命権者が適切に判断する必要があるというふうに思っておりま

す。 

 第８条は、承認の取り消し事由関係でありまして、その取り消し事由として自己啓発等休業

をしている職員に正当な理由がなく、その者が在学している課程を休学している場合、その授

業を頻繁に欠席していること。その者が参加している奉仕活動の全部もしくは一部を行ってい

ないこと。第２号では、第１号と同様でありますが、第１号の理由等により当該職員の申請に

かかる大学課程の履修または国際貢献活動に支障が生じた場合は、任命権者の判断で承認の取

り消しができることといたしたものでございます。 

 第９条は職務に復帰した場合における職員給料号級の調整関係であります。原則１００分の

５０以下、職務に深い関係がある場合等については１００分の１００以下を換算できることと

いたしたものでございます。 

 第１０条につきましては、第１条から第９条に定めるもののほか、その他必要な事項につい

ては規則等に委任する旨の定めでございます。 

 条例の施行日は公布の日からとし、第２項、第３項においては適用法が現段階においてはま

だ施行されていないための読みかえについて、第４項は技能労務職員の給与、第５項では水道

事業企業会計職員給与条例の一部改正により、自己啓発等休業している期間は給与を支給しな

いことといたしたものでございます。 

 以上で終わります。 

○議長（小森幸雄君）  以上で、提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

 １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  議案第８号でございますけれども、職員の自己啓発休業に関する

条例ということでございますが、公務に支障がなく当該職員の公務に関する能力の向上に資す

ると認めたときはというんですが、これは任命権者ですから市長なんでしょうけれども、実際

には現場の課長、部長等が判断するのかと思うんですけれども、どういうような判断システム

になってくるのか。その辺をお聞きしたいと思います。 

 さらには、こういうような条例ができる前、今日までこのような事例があったのかというの

をお聞きしたい。 

 ３つ目は、大学にあっては２年、国際貢献にあっては３年ということなんですけれども、短

大、専門校の場合には２年で結構ですけれども、大学は４年で、大学院に行きますとさらに２
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年、４年というふうになると思うんですが、その辺、必要と認めるというのがちょっとどうい

うふうなことで２年というふうなことで切るのか。さらに延長ということですが、それは２年

プラス何年になるのか。例えば大学の場合４年ですよね。２年申請をしてさらに延長の２年を

求めることができるのかどうか。その辺お聞きしたいと思います。 

 さらに、まだ条例制定されておりませんが、大学、短大、専門校の場合には奨学資金条例と

いうのを今回用意していますけれども、その対象になるのかならないのか。その辺の関係につ

いてお聞きしたい。 

 最後に９条関係ですけれども、自己啓発休業した職員が職務に復帰した場合において、他の

職員と均衡上必要があると認めたときは、自己啓発休業した後、期間を１００分の５０、職員

として職務に特に有用であると、この辺の判断基準もどこで判断するのかわかりませんが、職

員としての職務に特に有用であると認める者については１００分の１００以下の換算率による

換算して得た期間を、引き続き勤務したものとみなして号級を調整するということなんだと思

うんですけれども、単純に言えば自己啓発のために研さんをする期間について浦島太郎になら

ないようにするということではないかというふうに思うんですけれども、運用にあたっては、

実際にその職員がいない場合に、その職場においては当然ほかの職員がそれをかわって勤務す

るわけでありますから、当然ある程度負担がかかるのかなというふうに思うんですけれども、

そういう点も踏まえてこの辺はどのように調整をするお考えがあるのか。あわせてお聞きした

いというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  この派遣関係の事務的な支障があるかどうかという判断等につ

いては、基本的には申請がされれば、先ほど３つの条件を言っておりますけれども、公務員の

服務義務に反するような活動ではないこととか、目的、活動、安全が確保できるというような

ことがあれば、基本的には申請によって認めるというのが運用上の原則というふうに考えてお

ります。 

 次に、今までこういう事例があったのかということでございますが、これら等については当

市においては例はございません。 

 大学の年数については、当然大学については４年というふうになるわけですけれども、その

後の大学の専門課程とかそういうものを修めるというときに認めるというものでございまして、

大学を４年出るからという基本的な考え方ではございませんので、ご理解をいただきたいと思

っております。 

 再度の延長関係でございますが、これら等については延長の回数等についても法的には全く
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制限がございません。再度ということもできるわけでございまして、基本的には条例上は延長

については１回だけというふうに書いてありますけれども、これらの運用等については２回、

３回ということになりますと、やはり職務に影響するということも非常に考えられますので、

基本的には１回の運用ということでさせていただきたいと考えております。 

 次に、奨学資金等の関係でございます。これら等については基本的には奨学資金の対象には

ならないのかなというふうに思っております。 

 第９条関係の職務に復帰した場合の調整関係でございます。これら等については、現在も

５０％を見るとかそういう運用はしております。実際的にはこの関係等についてはこれから運

用をするわけでございまして、１００分の１００を見ますよということになりますと、直接の

職務関係等に関係するもの、例えば農業関係ですと農業関係の専門の大学に行って研修をする

とか、そういう場合については１００分の１００を換算をするというような運用になってくる

と思っております。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  大学に入学して卒業するということを目的としたものではない。

専門的な知識を得るために専門的な大学等の研修を受けるということを目的とするものだとい

う理解でいいんですね。 

 それと最後の第９条関係ですけれども、最後にお話になりましたんですが、専門的な知識を

有するというのは、例えば農業問題で言えば、経済環境部あるいは農政課等の中でこの知識が

必要だというふうになって、それじゃあこの職場から派遣しようということで該当になるのか。

自己啓発するんだから、いや、これは私が必要だと思います。私はこの学校に行って勉強して

きますから、この期間休業扱いにさせてくださいというようなことで、これは農業に限ったこ

とではありませんが、あらゆる分野に言えるんですけれども、その辺、自己啓発という観点と

職務上必要なというのは非常に矛盾しまして、その辺はどんなふうに整合性を考えておられる

のか。自分で必要だと思うことと、職務上研さんが必要だというものには合理性もあるだろう

し、矛盾もあるだろうというふうに思うんですけれども、その辺はどのような調整をされるの

かお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  当然自己啓発ということになりますと、職務上関係するのも当

然その職員からすると自分の知識を高めるということからすれば、職務上必要だと自己啓発の

うちに入るというふうにも当然考えられるわけでございます。広い範囲でこの点については解

釈をしていく必要性があるのかなというふうには思っております。 
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 ５０％を見るのか１００％を見るのかという問題は当然あるわけでございまして、これら等

については、やはり運用上で解釈をしていかざるを得ないのかなというふうには考えておりま

す。先ほど例に申し上げましたように、行政として必要であるというようなことでお願いをし

て、逆に研修を受けるというのもこの中にも含まれるというふうに考えてございまして、特に

この５０％、１００％の運用等については当然休んで職務にいないということがありますので、

本来であれば、この換算というのは全くゼロになるわけでございます。 

 しかし、公務員の職員との均衡上等もあるので半分を見るという方法と１００％を見てあげ

る方法があるということで、今回尐なくともこれで認められた場合については５０％を見てあ

げますよ。半分を見てあげますよというようなことでございます。 

○議長（小森幸雄君）  １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  第５条の（１）、いわゆる国際協力機構による海外での労力奉仕

というか、国際貢献ですね、こういう活動に３年間ということでございますが、青年海外協力

隊とかさまざまなものがありますけれども、実際に行ってきて、本当はいろいろな経験を学ん

で実際には多くの現場で役立つわけなんだけれども、先ほどちょっと言いましたように、その

人が例えば国内に来て国内の仕事につこうというのには、やはり浦島太郎のような状態になっ

ていて、受け入れる土壌も非常に厳しいような状況にあるというふうには聞いております。 

 したがって、一般に国や何か特殊なことで国際協力に行ってくれというふうに頼まれて行く

場合もあるだろうし、自己啓発ですから自分で手を挙げてここに行ってみたい、この国の地震

災害の復興のために尽くしてきたいというようなことでやった場合には、職場から見れば突然

行かれちゃったらその仕事には支障が来すわけですよね。 

 その辺も含めて実際３年間とか２年とか行ってきて、帰ってきて、頑張ってきたと言っても、

職場にとっては非常に違和感があると私は思うんですよね。その辺がちゃんと送り出す土壌や

受け入れる土壌があるのかないのか。言葉は国際貢献できれいですけれども、実際には自己啓

発という言葉でいくわけですから、その辺が自己啓発なのか任務で行くのかというのか、いく

らかかぶっているところはあると思うんですけれども、その辺はどんなふうに考えているのか。

３回目なので最後の質問なので。あらゆる可能性で聞いておりますので、ひとつご答弁をお願

いしたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  今回の研修関係等については、組織的に、１人が海外に行きま

すというようなことがあると、当然残った職員に負担がかかるということは間違いないんだろ

うというふうに思います。しかし、こういう制度ができたということは、やはり行きやすい環

境をつくる。今後そういう課題はあるにしても、そういう希望があった場合等については組織
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としてはそういう土壌を積極的につくり上げるということは必要だろうというふうに思ってお

ります。今までの経験がない分野でございますので、そういう例があった場合については温か

く送り出すというような体制づくりはしていきたいというふうに思っております。 

○議長（小森幸雄君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  議案第８号について何点か質問させていただきます。 

 まず２ページにあります承認の取り消し事由ですね。それはわかるんですが、その取り消し

た場合に何かペナルティー、罰則はあるのかないのか。まずそれが１点であります。 

 それと今の第９条の件なんですが、今、同僚議員からいろいろ話があったと思うんですが、

現実に何年か延長できるということでそういうこともあるんだということなんですが、場合に

よると民間感覚で言いますと、本人の希望で行った。ところが戻ってくるポストがない。もう

１年行ってろという話があるのかないのか。逆を言えば、役所のほうから延長しろという話が

出てくる可能性があるのかないのか。まずそれが１つですね。 

 それと、第１８条、自己啓発等休業している期間については給与を支給しないということは、

そういう点については資金は個人持ちなのかなと。そうしますと、どうしても若い人しか行け

ないのかなと思うんですね。本来であれば、ある程度勤めて、どうしてもここの部分が必要だ

ろうというような人が行きたくても、妻帯者ですとなかなか行けなくなってしまうという可能

性があるのかなと思うんですが、そこら辺の考え方についてお伺いするものであります。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  取り消しにおいて罰則があるのかどうかということでございま

すけれども、基本的には罰則はございません。しかし、公務員としてふさわしくない行動を行

った場合等については別の懲戒処分規定等に基づいて処分をされるということはあり得るとい

うふうに思います。 

 役所のほうから延長されるのかということでございますけれども、基本的には自己申告とい

うことでございますので、役所のほうからの延長というものは基本的にはないものと思ってお

ります。 

 第１８条の給与関係は、基本的にはすべてこれで承認を受けた場合については、給与は支給

をしないということになります。そうしますと、当然若い人しか行けないということもあるわ

けでございますけれども、職務に深くかかわる場合等についてはこれと違う派遣ということも

あり得るわけでございまして、直接公務との関係があってどうしても海外等に協力をするとい

うことについては、市に直接関係があるということについては別の方法論ということも考えら

れるというふうに思っております。 

○議長（小森幸雄君）  １９番滝田志孝君。 
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○１９番（滝田志孝君）  今の話ですと、罰則はない。役所から延長もないということであ

りますから、それほど大きな問題はないのかと思うんですが、やはり最後の資金の件ですね。

給与支給をしないということになりますと、今の話のような形になってくる。そうすると、先

ほどの話ではありませんが、どうしても必要な場合は自分の意向ではなくて役所から出向で出

すというような形も出てくる可能性がある。こういう形になってきますとそういうこともある

のかなと思うんですね。 

 もう随分前から国とか大学あたりではアメリカとか海外に行って博士号とかそういう専門の

分野でとって、そのために行っている人も結構いるんですね。もう何十年も前から、逆を言え

ば学校の先生をやめてまで行っている人もいるわけなんですが、今回これは国の方針で条例が

できてくるということなんですけれども、この那須烏山市でこういうものができたときに希望

者があるのかどうか、今の感覚の問題ですが、その点についても１点お伺いをするものであり

ます。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  現時点では希望というものは、条例がまだ制定されておりませ

んので、ないというふうには思っておりますけれども、やはりこのような国際協力関係等につ

いては職員の中からも夢を持って貢献をしたいという職員が出てくることを望んでおりますし、

環境づくりというものも今後つくっていきたいと考えております。 

○議長（小森幸雄君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  最後に１点だけ。資金の話がなかったんですが、給料の話と、も

う一つはこの那須烏山市も教育には相当力を入れているわけでありますし、英語特区などをや

っているわけでもありますし、そういう点では、これは本人が希望しなくちゃ行けないわけで

ありますが、そういうものを含めて役所でも検討されてはいかがなものかという提案をして、

質問を終わります。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  この関係等については議会の議決をいただければ、これから職

員等についても制度の内容等については説明をしながらＰＲを図っていきたいというふうに思

いますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  １８番樋山隆四郎君。 

○１８番（樋山隆四郎君）  ２、３点質問いたしますが、まず自己啓発というものに条例を

つくって制度を設ける。これが根本的に間違っているんですよ。本当に自分を啓発したいとか、

自分を磨きたいということであれば、休職なんかしなくたってもともと銭はもらえないんだか

ら、２年間やったって３年間やったって。それはもうみずからがやるもので、こういう条例制
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定する趣旨自体が私は理解ができない。 

 それともう一つは、大学だとかどこかへ行って、大学で何をやってくるの。大学のどういう

ところへ行ってどういうことをやってくるのか。大学というのはどういうことをしているのか、

まず認識をしているのかどうか。普通の人が一般の講義を受けたって何百人の大講堂で講義を

受けるわけですよ。ゼミになんか入れないんですよ。ちゃんと試験を受けて、その大学に在籍

しているということが証明されて、そして初めてゼミの生徒になれるわけであります。ただ単

に試験も受けないで、何もしないで行って、講義だけ受けて帰ってくるんだったら、その教授

の著書を読んだほうが何ぼいいだろうか。 

 わざわざ休職なんかしなくたって、自分のあいている時間でそれを研究はできるわけであり

ますから、わざわざ条例をつくって、自己啓発だって大学に行ってこい、やれ、国際協力、こ

れ結構いいですよ。しかし、それは任命で行かせるものでみずから行くというものじゃないと

思いますよ。 

 それでなくたって、役場の職員は足りない。ある人は多いと。いろいろな議論があるわけで

ありますから、そういうところに、私は３年間休んで国際貢献活動をしますと行ってきて、果

たしてそれではこの市に帰ってきたときどういう効果があるのか。 

 貢献をしたというだけでそれで意義があるといえばそれでやむを得ませんが、こういうふう

にして何か自己啓発というのは大学だとかそういうところへ行ってくればいいんじゃないか。

実際何をしてきたんだ。本当に研究するのならみずから研究材料は山ほどあるわけであります。

ですから、みずから研究するのにわざわざこういう条例を制定しなくてもいいのではないかと

いうのが私の意見であります。ですから、その辺をどういうふうに市は考えているのか、答弁

をお願いいたします。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  今回のこの条例については、条例をつくらないでもというよう

なご意見があったわけでございますけれども、この条例の１つの大きな意義といたすものにつ

いては、身分が保有されているということでございます。先ほど３年とか２年というようなこ

とを申し上げましたが、その間については市職員としての身分を保有しているということでご

ざいまして、復帰ができるという大きなメリットがあるわけでございます。そういうことから、

私は条例の必要性があるのかなというふうに思っております。 

 そのほかに大学研修関係等も踏まえて、当然この自己啓発等については、みずから行うとい

うのが基本でございまして、高い意識を持ってそういう研修をしたいという意思のあらわれで

ございますので、これらについてはやはりその職員が能力を上げるために必要だというふうに

判断した場合等については、それなりの効果があるのかなというふうに考えております。命令
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よりもみずからということが非常に大切なことでございまして、そういう観点からすれば効果

があるというふうに考えておりますので、ぜひそういう点についてもご理解をいただきたいと

思います。 

○議長（小森幸雄君）  １８番樋山隆四郎君。 

○１８番（樋山隆四郎君）  これは条例だから別にあって悪い、なくてどうということはな

いから、自己啓発だから別に有害でも無害でもないから、別に私は構いませんが、本来ならば

こういうものに関しては日本能力開発センターの講義を受けるとか、こういうほうがずっと効

果がある。大学へ２年、３年行って何をやってきたんだ。何だかわからない。実際答案を出し

たとき採点してもらえるんですか。聴講生ですよ。大学に正式に入学したわけでも何でもない。

こんなもの国立大学だったらどこだって行けますよ、聴講は無料ですから。 

 わざわざこういう制度をつくって、休職の間の身分の保証だということだから、それは暇な

ときに行って聴講するのも結構でしょう。そのときに１年休んで、２年休んで自分でやりたい

というのなら、どこの大学がいいかわかりませんが、その大学で本当に職務に関する専門の学

問をやっているということは特にこの地方自治に関しては非常に尐ない。地方自治に関して講

座を持っているところはどこかと言えば、ほとんどの大学がありません。地方自治法などとい

うことをやっているのは尐ないです。公務員法、こういうもののちゃんとした講座はないです。

法学部の１部というところであります。商法であるとか、そういうほんの一部の中なんです。 

 ですから、まだまだ日本の場合には地方自治に関しては非常に尐ないです。東大であれば菅

野教授、千葉大であれば大森教授、西尾とかこういう人たちが地方自治の専門家でありますか

ら、今、地方自治に関してはそういう講座は非常に尐ない。 

 ですから、私はだれが行ってどういう勉強をするかわかりませんが、どこの大学のだれのど

ういう講座を受講したい。こういうことがはっきりわかってやるのなら別ですが、一般的な能

力向上、自己啓発というのなら日本能力開発センターの講義を受けたほうがいいと私は考えま

すが、市のほうはどういう考えを持っているのか。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  この職員の研修等については、現在も樋山議員が今言われまし

たように、専門研修等については職務的なこととして職員の研修を行っております。それも非

常に大切な分野でございまして、私どものほうとしてはそういう全国的なレベルで研修を行う

ものについては、職員の希望等があった場合については、積極的に市の研修ということで旅費

等の負担をしながら、そういうものについても今後対忚してまいりたいと考えております。あ

くまでも今までの職員の命令的な研修から自己の判断によってできるということで、研修が広

がったということも言えるわけでございまして、この点についてはご理解をいただきたいと思
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います。 

○議長（小森幸雄君）  １８番樋山隆四郎君。 

○１８番（樋山隆四郎君）  条例制定でありますから、こういう議論をしてもあまり意味が

ないので、私はこの辺で終わりにしますが、自己啓発ということで職員の方は本気になってや

ろうというのであれば、こういう方法以外にも自分なりにいろいろな材料を見つけて自己啓発

に努めていただきたいと考えるわけであります。答弁は結構であります。 

○議長（小森幸雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま上程中の議案第８号 那須烏山市職員の自己啓発休業に関する

条例の制定については、所管の常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号については、総務企画常任委員会に付託いたします。 

 休憩いたします。 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１１時００分 

○議長（小森幸雄君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 お諮りいたします。日程第４ 議案第１１号、日程第５ 議案第１５号の２議案を一括して

議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

                                    

     ◎日程第４ 議案第１１号 那須烏山市奨学金給付条例の制定について 

     ◎日程第５ 議案第１５号 那須烏山市奨学基金設置及び管理条例の一部改正につ 

                  いて 
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○議長（小森幸雄君）  したがって、議案第１１号 那須烏山市奨学金給付条例の制定につ

いて、議案第１５号 那須烏山市奨学基金設置及び管理条例の一部改正についての２議案を一

括して議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  ただいま一括上程となりました議案第１１号、議案第１５号につき

まして、提案理由の説明を申し上げます。 

 まず、議案第１１号につきましては、旧烏山学生寮の処分益を那須烏山市奨学基金に積み立

てを行い、その運用について国債運用を図ったことによりまして、利子収入が安定的に見込め

ることとなりました。つきましては、奨学金対象世帯の将来的負担の軽減を図るとともに、経

済的理由により就学困難な者に奨学金を給付することにより、有用な人材の育成を図ることを

目的に新たな給付制度とするものであります。 

 議案第１５号につきましては、市の奨学金制度の見直しに伴いまして、対象者の拡大等所要

の改正を行うものであります。 

 詳細につきましては、教育次長に説明をさせますので、何とぞ慎重審議をいただきまして可

決、ご決定くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  次に、教育次長の補足説明を求めます。 

○教育次長（堀江一慰君）  命によりまして、上程になりました議案第１１号及び第１５号

につきまして詳細説明を申し上げたいと思います。 

 条例の提案の趣旨等につきましては、ただいま市長の提案したとおりでございまして、６月

の補正予算におきまして処分益を奨学基金に積み立てております。その積み立てたものを国債

運用に図ったことに伴いまして、安定した利子収入が見込めることとなりました。年間で７２０

万円ほどの利子収入ということになります。つきましては、現行奨学金貸与制度の見直しを行

いまして、該当者の枠を広げ、広く市民の方々へ利子収入の範囲内におきまして給付制度とい

たすべく、条例の制定を提案いたすものでございます。 

 条例をお開きいただきたいと思います。第１条の目的につきましては、教育基本法第４条３

項に地方公共団体におきます就学措置の義務というものが規定されておりまして、その条項を

引用し、法的に根拠のある施策として明確に規定をいたしました。 

 第２条でございます。定義等について規定しておりまして、用語の意義等について規定をい

たしたものでございます。第１号の奨学金につきましては、記載のとおり奨学基金の範囲内に

おいて給付する学資ということを規定をいたしてございます。第２号、高等学校等につきまし

ては、学校教育法に規定をいたします学校について定義づけをしているところでございまして、
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高等学校等につきましては現存する公立、私立を問わず高等学校というふうにご理解をいただ

けると思います。 

 次の中等教育学校の後期課程、県内にはまだないようでございますが、平成１０年に学校教

育法の改正がありまして、後期として加えられたものでございまして、前期課程というのが中

学校の関係になります。後期課程というのが高等学校ということになりますので、その後期課

程について該当させるという定義になってございます。 

 次に特別支援学校の高等部につきましては、県内、南那須養護学校の高等部関係が該当する

というふうに思います。 

 次に、高等専門学校につきましては、小山工業高等専門学校、修学年限５年でございますが、

それらが該当するようなことになります。専修学校の高等課程、修学年限３年以上ということ

で規定をしてございまして、修学年限３年以上かつ総授業時間数が２,５９０時間以上という

ことで、文部科学大臣の指定を受けた学科の修了者については、大学の入学資格が得られる学

科でございます。県内におきましては、国際情報ビジネス専門学校、工業高等課程情報技術科

ほか１１科等があるようでございます。今までが高等学校ということで定義づけをするもので

ございます。 

 第３号につきましては、短期大学等についてでございまして、やはり学校教育法に規定され

ております。短期大学というのはご理解をされているというふうに思います。専修学校の専門

課程、修学年限が２年以上でございまして、県内におきましては県立衛生福祉大学校、国際情

報ビジネス専門学校等の専門学校というものがここに該当するということでございます。 

 第４号につきましては、大学を規定してございまして、学校教育法に規定されております大

学、短期大学を除くと定義をするものでございます。 

 次に、第２項におきまして上記各号以外の教育施設、考えられるものといたしましては高等

産業技術学校、いわゆる職業訓練校、それと栃木県農業大学校、修学年限は２年だと思います。

それと、栃木県産業技術大学校、修学年限がやはり２年、等に就学した場合、例外規定により

認めることができるというふうに規定をするものでございます。 

 次に、第３条、教育委員会の委任関係でございます。本来、市長部局の権限等でございます

が、奨学金の給付に関する事務を教育委員会に委任するという規定でございます。 

 第４条、奨学金の給付の対象につきましては、給付できる対象要件、資格要件等について規

定をしてございます。第１号につきましては、条例第２条に規定する学校、高校、短大、大学

というふうにご理解をいただきたいと思います。 

 次に、第２号で居住要件等を規定してございまして、本人または扶養者の市内居住をする者、

ただし書き以下の適用関係につきましては考えられるものとしまして、１つとして本人の生計
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を維持する者の死亡等により当該生計維持者がいなくなった場合。２としまして、もともと両

親等がいない者であって、出身中学、高校等が市内であったが、その後、県内外等の高校ある

いは大学に進学し、奨学金の申請を行う場合というものが想定されますもので、ただし書きを

規定してございます。 

 第３号につきましては、学業の成績関係、それと健康面等の一般的な資格要件というふうに

ご理解をいただきたいと思います。 

 第４号につきましては、ほかの学資の給付を受けていないこと。奨学金の給付を受けていな

いこと。奨学金の貸与の制度のものはたくさんありますので、貸与の対象者は該当することに

なります。 

 第５条につきましては、奨学金の給付の申請のことでございまして、規則により申請が条件

となります。 

 第６条、奨学金の給付の決定の関係でございますが、給付を決定するもの、奨学生につきま

しては、規則により委員会等において組織をし決定をいたすというふうに考えてございます。 

 次に第７条、奨学金の給付の額でございます。第１号につきましては高等学校等の奨学生に

つきましては年額１０万円、第２号につきましては第２条第３号及び第４号でございまして、

短期大学等及び大学の奨学生につきましては年額２０万円というふうに規定をいたすものでご

ざいます。 

 ２項につきましては、規則に定めるところにより給付をするということになってございまし

て、現在想定されるのは５月、１０月の年２回を想定してございます。 

 第８条関係です。給付期間でございますが、給付できる限度期間というものを規定したもの

でございまして、ただし書き以下の部分につきましては、高校または大学等に在学する対象者

が在学者といいますか、そういう方が申請等をされてきた場合に、期間が短くなるというよう

な内容のものでございまして、第１号につきましては高等学校の奨学生、条例２条第２号のも

のでございまして、これにつきましては３年、高等専門学校につきましては５年というふうに

規定をいたすものでございます。 

 第２号につきましては、短期大学等の奨学生でございまして、これにつきましては２年、大

学の奨学生につきましては４年というふうに規定をいたすものでございます。 

 次に、第９条、奨学金の給付の停止関係でございます。これにつきましてはいわゆる欠格事

項関係を規定してございまして、それらに該当する場合等につきましては給付を停止あるいは

廃止、取り消すことができるという規定でございまして、第１号につきましてはここに記載の

とおり、休学をしたとき。第２号につきましては辞退の申し入れ等、第３号につきましては第

４条で給付できる資格要件といいますか、そういうものに該当しなくなった場合等が考えられ
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ます。なお、当然新規以外の在学者に関しまして、年度末に在学の証明あるいは成績証明等を

つけてうちのほうに申請をさせていただくということを考えてございます。 

 第４号、第５号関係につきましては記述のとおりでございますので省略をさせていただきま

して、必要に忚じて選考委員会等で停止あるいは廃止、取り消し関係については事案等が出た

場合には検討することになろうかと思います。 

 第１０条関係でございます。奨学金の返還の関係でございまして、第９条で欠格事項等に該

当いたしまして取り消された場合等、既に給付を受けていた奨学金等につきましては、全部ま

たは一部の返還をしていただくというような規定でございます。 

 次に、委任につきましては申し上げておりますように、教育委員会規則で再度申請書等詳細

につきましては規則で定めまして、その規則に委任をするという内容でございます。 

 附則でございます。この条例につきましては平成２０年４月１日から施行するということで

ございます。２項におきまして、現行の奨学資金の貸与条例というものがございます。それに

つきましては廃止をいたしたいということでございます。３項につきましては、条例の施行日

までに廃止前の貸与条例、現在の貸与条例により貸与を受け、また貸与を受けることが決定さ

れた奨学金の貸与及び返還が生じてまいりますので、それにつきましては従前の例により卒業

後も償還の義務があるという内容でございまして、現在、平成１８年度奨学生１名、平成１９

年度奨学生３名、計４名が該当いたします。 

 続きまして、議案第１５号 那須烏山市奨学基金設置及び管理条例の一部改正につきまして

説明を申し上げます。 

 この条例につきましては自治法の規定に基づいて設置されている条例でございまして、見直

しをいたしました結果、本設置条例につきましては貸与を前提とした条例でございました。今

回の給付に合わせまして見直しが必要となりまして、給付に合わせた設置条例の改正をするも

のでございまして、運用益等の果実関係の処理等について、ほかの市にはたくさんの基金条例

がございますが、そういうものに合わせた改正を行うものでございます。 

 最初に第２条の改正の部分でございますが、設置について規定をしてございまして、今まで

高等学校の教育費というふうになってございましたが、今回の枠を拡大したということもござ

いまして、議案第１１号で提案をいたしました短大、大学というのを枠を広げたこと等により

まして、那須烏山市奨学基金給付条例に規定する奨学金の給付の財源に充てるということで、

本設置条例は設置をするものでございます。 

 次に、第３条でございます。第３条につきましては積み立てにつきまして規定をしてござい

まして、奨学金として寄付されたということになってございましたが、他の基金条例同様、毎

年度予算で定めるというふうに改めるものでございます。 
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 次に、第５条関係ですが、運用益の益金の処理ということでございまして、今回の貸与条例

のものでございますので、給付条例におきましては償還等が伴わないということもございます

ので、見出しを運用益金の処理というふうに改めまして、本文におきましてもほかの基金条例

関係と同じように一般会計歳入歳出予算に計上し、当該年度奨学金の給付に充当し、またはこ

の基金に繰り入れるものとするというような内容に改めるものでございます。 

 第６条関係、振りかえの運用の関係でございます。これにつきましても、貸与に関する条文

でございました。財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を

定め、改める内容のものでございます。 

 附則といたしましては、この条例につきましても平成２０年４月１日から施行ということで

規定をいたすものでございます。 

 以上で、議案第１１号及び議案第１５号の詳細説明を終わります。ご審議方よろしくお願い

をいたします。 

○議長（小森幸雄君）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 １番松本勝栄君。 

○１番（松本勝栄君）  ただいま説明がありました奨学基金の給付条例なんですが、まず目

的、能力があるにもかかわらず、経済的事由によって就学困難な者に奨学金を給付するという

ことなんですが、この中で第７条の（１）、（２）、年額１０万円もしくは年額２０万円、こ

の程度で奨学金と言えるのかどうか。今回のこの条例案は学生寮の利子が７２０万円程度余る。

それを平成２０年度から使いたいということなんですが、今言ったように、金額的には非常に

尐ないということですので、どちらかというとばらまきではないかと私は思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  そういうご指摘もあろうかというふうに思いますが、基本的に

は説明しましたように、広く市民の就学を志す者に多く該当させようということでございまし

て、年間７２０万円になりますのは４年後、高校生３年、大学４年という形になりますので、

平成２３年から７２０万円がおおむね奨学生の対象という形になります。現在、そういったも

のでシミュレーションを想定しておりまして、平成２０年度当初は１４名、高校生４名、短大

５名、大学５名ということで２８０万円程度の数字になろうかなというふうに思っておりまし

て、冒頭申し上げましたように、広く市民の方、それぞれ現在高校の進学率も９６％というよ

うなお話も聞いております。 

 大学と専門学校、短大等も含めますと、そちらのほうは約７割の方が県内の高校からはその
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上のほうの学校に行っているというような実情もありまして、執行部側といたしましては広く

といいますか、１０万円、２０万円という数字的なものを年額で支給という形に制定をさせて

いただきたいということで提案をいたしました。 

○議長（小森幸雄君）  １番松本勝栄君 

○１番（松本勝栄君）  現在奨学金制度を利用されている方が計４名であるということから

見ても、非常にこれは尐ない数字なんですね。したがいまして、この制度を設けた場合もこれ

は返すことがないということで手が挙がる可能性はありますが、先ほど申しましたように教育

の場として使うのでしたら、もう１項、２項検討余地があるのではないかと私は思うんですね。

ぜひその辺で現在の利用されている方も実際計４名だと。 

 これは今回の案というのは給付型ですから返すことがないということでは、非常に手が挙が

る可能性がありますよね。ただ、奨学金として本当にこの１０万円、２０万円が奨学金なのか

というと、決して奨学金と言えるようなものではないと思うんですよね。当市においては財政

事情も非常に苦しいところもあります。したがいまして、この利用については教育の場に使う

にしても、私は再検討をお願いしたいと思っております。答えは結構です。 

○議長（小森幸雄君）  １７番中山亓男君。 

○１７番（中山五男君）  この条例制定後の運用につきましては、教育委員会に委任をする

ということになっておりますので、教育長に２点ほどお伺いしたいと思います。 

 まず１点目でありますが、この条例の制定にあたって教育委員会の会議の中で、この条例の

ことを議題として諮られたのでしょうか。諮られたとするならそこでどのような意見があった

か、まず１点、それをお伺いしたいと思います。 

 もう１点ですが、先ほどの次長の説明によりますと１年間の利息が７００万円だそうであり

ます。仮にこの７２０万円全額を子供たちに給付した場合、計算してみましたが例としまして、

高校で２４名、大学生２４人合わせて４８名でちょうど１年間の利息７２０万円になるのでは

ないかと思います、割り算しますと。それで、現在の奨学基金貸与条例の中でもわずか高校生

４名しか該当していないという中で、今言いましたように該当者が尐ない中で今回の条例制定

に意味があるのか。多額の利息がこれからもどんどん積み重なっていくような気がするんです

が、この辺のところを教育長としていかなる考えをお持ちかお伺いします。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  教育長池澤 進君。 

○教育長（池澤 進君）  ２点私のほうにお尋ねになられていますので、逐次ご説明を申し

上げます。 

 １点目についてですが、教育委員会でこの条例について検討されたのかということでござい
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ますが、正確な記述は最後のところはよく記憶しております。３０日の教育委員会で最後の検

討をいたしました。また、その以前には教育委員会は定例ですから２０日前後になっているか

と思いますが、その中で検討をさせていただきまして、今回のこの趣旨についてはいろいろな

ご意見もちょうだいいたしましたが、最終的にこの条例についてご理解いただきました。それ

ぞれの委員さん方はいろいろな考え方を持っておりましたが、十分なご意見をちょうだいしな

がら、集約をし、最終的に３０日には再度確認という意味で協議をし、ご理解をいただいたと

ころでございます。 

 ２つ目でございますが、人数については先ほど教育次長のほうからこれからのシミュレーシ

ョンについて説明があったとおり、スタートから大きな数でなくて最大大学生の４年生が４年

後には頂点になるわけですが、そこのところで今回の果実７２０万円の中で有効に運用できる

人数をよく検証した結果、スタートの時点ではここからスタートするのが本体を傷つけずに果

実部分で運用できる最適なシミュレーションということで提言をさせていただいたところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  １７番中山亓男君。 

○１７番（中山五男君）  教育委員会の中でもさまざまな意見交換をしたようでありますが、

今までの貸与から今度は給付、ただでやるよということになるわけなんですが、この辺のとこ

ろについて教育委員さんは何か異論が出なかったんでしょうか。我々議会の中でもこれでいか

がなものかというような意見もちらほら耳にしておりますので、もう一度この辺のところをお

伺いします。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  教育長のほうから教育委員会の提案関係につきましては、条例

の前に今後の奨学基金の中身で数字的に７２０万円ほどの国債運用で利子が入りますというこ

とを説明をしながら、貸与あるいは給付という形で検討させていただきました。そういったご

質問等が出たのかというようなお話でございますが、まず第１点目としましては、償還事務関

係におきまして、後年度、例えば４年後とか今の数字等でいきますと中山議員は計算して４８

名という話をされたと思うんですが、私のほうの資料は４年後は４２名で７２０万円というよ

うなことで、数字的には考えてございます。 

 なお、今お話が出ましたが、貸与になりますと４年後、１年経過で今の貸与制度ですと１年

経過をしまして高校の場合ですと９年で返してもらうという形になっております。ですから、

その部分等におきまして教育委員会事務局のほうで、そういった後年度に償還事務の負担が出

てくるというのが１点あろうかというふうに思います。 
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 数字的なもの、先ほど松本議員からもご指摘をいただきましたが、やはり尐子化の１つの目

玉でもあろうかというふうに思いまして、今回枠を広げた提案にさせていただいているという

ことでございまして、この処分益等につきましては、旧烏山時代に先人の残した資産でござい

まして、そういうものにつきまして、新市になりましたが、土地を提供されたご子息の方等が

いるわけでございまして、その方等において教育資金としまして処分していいという内容的な

もので今回６月に予算化をさせていただいたというのが大きな理由かと思います。 

 就学を志す者に対しまして、貸与がいいのか給付がいいのか、いろいろご議論があろうかと

いうふうには思っておりますが、現時点でやはりその７２０万円の果実を幅広く市民の方等に

ご利用いただいて、有能な人材が尐しでも地元のほうに貢献できるような人材の育成について

考えて、今回の提案となったところでありますので、ご理解を賜ればと思います。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  １７番中山亓男君。 

○１７番（中山五男君）  ただいまの次長の答弁は次長の考えを私に答弁として言ったまで

でして、私の２回目の質問は教育委員さんの考えの中に、貸与から給付に今度変えたことで、

何か異論がなかったのかということです。そのことについてお伺いします。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  特別に異論はございませんでした。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  １４番水上正治君。 

○１４番（水上正治君）  １点確認したいんですが、この奨学金、広く多くの方にという趣

旨ですから、本当に額はわずかであります。目的にありますように、経済的理由云々というふ

うにありますけれども、既に規則の中でどのくらいの所得を想定しているのか。その数字が出

ておりましたらちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  高校生等におきましては、現在、貸与と同じように世帯全員の

考え方でございまして、高校におきましては市民税等が均等割課税以下等で考えてございます。

大学と短大等におきましては、世帯の合計所得金額、所得に換算をいたしまして３００万円以

下、それと市民税関係で１０万円以下というようなことで、どちらかに該当すればいいでしょ

うというようなことで、現在試算はしております。これにつきましては、後で選考委員会等に

提案をしながら数字的なものを構築をしながら、その所得制限等については検討する部分があ

ろうかというふうには思いますが、現在の考え方としてはそのような内容でございます。 

 以上です。 
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○議長（小森幸雄君）  １４番水上正治君。 

○１４番（水上正治君）  今数字をお聞きしましたけれども、こういう中で１０万円、２０

万円という金額ですから非常に大変だと思いますけれども、ただ、逆に、私は、僕は市から多

尐の援助を受けたというふうな精神面の心意気というのが有効に働くのかなというふうに思い

ますので、そこら辺の意識の高揚を図ってもらうような施策にもっていっていただければとい

うふうに要望して終わります。 

○議長（小森幸雄君）  １８番樋山隆四郎君。 

○１８番（樋山隆四郎君）  まず最初に、先ほどの自己啓発第９条に関する私の質問は、議

長にお願いをいたしますが、すべて削除をお願いいたします。大変失礼をいたしました。私、

総務常任委員長ということで、これは総括質問の中ではできるだけやらないようにという約定

がありますので、それに基づきまして私は全文を削除していただきたいと思います。どうぞよ

ろしくお取り計らいのほうをお願いいたします。 

 それでは質疑に入ります。まず第１に、この奨学資金制度条例の改正、先ほど中山議員から

もなぜ貸与から給付に変わったのかということでありますが、この基金となるものは公有財産

である。いかに篤志家が取得して、市が所有をして、売却をして基金として積み立てて、その

運用益を経済的困窮者あるいは向学心に燃えている人に給付をしよう。その給付に問題がある

わけであります。公有財産を個々の個人にあげていいものか。これが団体であるとか、こうい

うものであればわかりますが、これはあくまでも補助金、返還の必要のないものです。こうい

うものに市有財産を使っていいのか。ここに大きな問題点がある。 

 公有財産はもしかしたら何かの法に触れないのかどうか。個人にあげるわけですから、普通

の奨学資金というのは必ず返還の義務があるわけであります。経済的困窮者といいますが、経

済的困窮者、果たして５人でいいのか。大学へ行く人５人、専門学校に行く人５人でいいのか、

高校生５人でいいのか。こういう問題もあるわけであります。私だって経済的に困窮している

んだから、それなら市だってくれたっていいのではないか。何でだめなんだと。 

 これは経済的困窮者というのが条件であります。ですから、これを公有財産、公金を個人に

返還の義務なしで貸したというのならわかります。それで、返還した分は基金を増額していっ

て、より多くの人に貸与をやっていく。こういう趣旨ならわかりますが、これをすべて給付と

いう形で返還の義務がない。公金を個々の個人にこういうふうに使っていいのかどうか。これ

は法に触れないのかどうか。その辺もひとつお願いいたします。 

 それと、この問題で一番重要なものは、執行部あるいはこの条例をつくったときに各高校に

確認をしたんですか。どのぐらいの人が今困っていて、どういうふうにこの資金を使ったらい

いのか。今、７２０万円近くの運用益がありますが、これを奨学資金として使いたいといった
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とき、烏山女子高等学校、烏山高等学校に担当者がいるわけでありますから、その人に今どの

ぐらいの利用者がいるんですか。どのぐらいその対象から外れてしまったんですか。その救済

措置はあるんですか。こういうものを確認をしたかどうか。 

 それともう一つ、この奨学資金の使い道というものを提案するならば、私はこれは地域の教

育力アップ、市が担っている教育部分というのは小中学校の義務教育であります。この義務教

育の地域教育力アップのために、この資金を使うんだというのならわかりますが、４年後に

７２０万円というものを今、こういうふうな条例をつくって施行したならば、２年や３年でや

めるわけにはいかないわけであります。 

 ですから、４年後７２０万円、１０年たったら７,２００万円、こういうものを地域教育力

アップのために使うのならわかります。しかし、ただ個々の個人に返還義務もない、ただやる。

こういうことでは納得がいきません。ですから、公金を使うのに個々人にあげていいのかとい

う質問になってきたわけであります。ですから、３点をひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  市の給付条例を制定して個人に給付はというようなご質問だと

思います。以前の話をして申しわけございませんが、旧烏山におきましても給付という形をと

らせていただいてございましたので、それらも含めてほかにすくすく育て給付金ですか、そう

いう形のものもあったと思いますので、この条例を制定して市の財源に投下するのは可能だと

思っております。ですから、条例を制定させていただいた。 

 ２番目のどのくらいの高校に確認したかというようなご指摘でございますが、実は奨学金の

貸与と奨学金の給付というのは市の教育委員会のほうで平野奨学生というのがあるのを多分ご

存じだと思います。これにかかわる事務にも携わっておりまして、これは公益法人として信託

銀行に預託をしておりますが、それにつきましても現在利子等が尐なくなってきておりますの

で、元本を崩しながら、昨年度ですと３名の高校生に１０万円ずつ給付をしてきているという

のが実態でございます。今回、大学等に幅を広げたのに裏づけとして高等学校の対象の人員的

な把握はしたのかというようなご指摘でございますが、率直に申し上げましてしておりません

が、ほかの県内の奨学金の貸与関係も含めて調査というか実例等があるのは事実でありまして、

たしかに現在の高校生の７割が大学あるいは短大、専門学校等へ行くということから考えます

と、給付という形になりますので、申し込みがあるのかなというふうには思っております。ご

指摘の学校への調査等はしてございません。 

 ３番目につきましては、教育長のほうで答弁していただくということでございますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（小森幸雄君）  教育長池澤 進君。 
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○教育長（池澤 進君）  ３点目の奨学資金の活用以外に、今回の果実の使い方、新しい教

育理論に対する炯眼の高さに敬服するわけでございます。１つは、樋山議員がおっしゃるとお

り、１１校の子供たちの基礎、基本の学力を一斉にボトムアップさせるという考え方、私ども

も今、市の施策としても小学１年生の２０人以上の学級については学習補助員をつけたり、あ

るいは県の教員を配当していただいたり、ときには理解の遅い子供については生活補助員をつ

けたり、そして今、樋山議員がおっしゃったように１１校の子供たちの基礎、基本の学力を一

斉にボトムアップさせるという施策もとってございます。 

 今回、私どもがとった奨学資金の給付については、基礎、基本の現在の小学校６年、そこへ

中学校３年積み上げて１５の春、ここのところで何らかの家庭のご事情の結果、涙を飲まなく

ちゃならないというような子供が最近の経済事情の影響等で考えられる。あるいはさらに高等

学校３年、授業あるいは教育を積んで１８の高等学校を卒業するときの自分の自己実現につま

づくような子供たちがいたときに、私どもの市で支援をする。 

 この私どもの市の給付条例のハードルは結構厳しゅうございます。しっかりした家庭調査と

学力の調査、品性、品格の調査をいたします。したがいまして、この給付条例が対象になる優

秀な子供たちは日本育英資金の対象にはなるはずでございます。したがって、日本育英資金と

本市の奨学資金の給付がなされれば、子供たちの自己実現に本市が大きく寄与するということ

になるのではないかと思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  １点目について答弁漏れ的なものがあったと思いますので、答

弁させていただきたいと思います。 

 まず、基金設置条例関係につきましても今回一部改正をさせていただいております。その中

で一般会計予算に計上いたしまして、当該年度の奨学基金に給付、充当するというようなこと

で、この基金の運用から生じる収益関係、国債での利子運用につきましては一般会計のほうの

予算に入れまして、そちらのほうから給付をするという形になろうかと思います。 

○議長（小森幸雄君）  １８番樋山隆四郎君。 

○１８番（樋山隆四郎君）  今、次長のほうから答弁がありましたが、すくすく育て給付金

であるとか、いろいろな給付金の補助があるというふうな答弁がありましたが、これはだれと

だれと言っているんじゃないんです。生まれた子供なんです。あるいは今の補助のあり方にし

ても、行政がやっているのはだれとだれに補助をやるけれども、この人とこの人に補助をやり

ませんということをやっていないんですよ。だから私は問題にしているんです。 

 この奨学資金はだれとだれと決めるんですよ。困っている人全部にやるというのならわかり
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ます。だから、これは違法性があるんじゃないかと言っているんです。この問題に関して今の

補助金、こういうふうにしているのがありますか。紙おむつ支給、補助金出します。申請して

ください。あなた、だめです。そういうことじゃないでしょう。だから、この問題はちょっと

答弁がおかしいと私は言うんですが、その辺をどういうふうに説明するのか。 

 それともう一つ、現状を把握していない。使う人のところへ聞きにいかなくて勝手に法律つ

くってどうするんですか。あなた、かゆいところどこだいと聞くのに、頭から頭かゆいんだろ

うとここをかいたって全然解消にならないでしょう。ここがかゆいんだ。だから、ここをかき

ましょう。どこが不足しているんですかと言ったら、今の場合は烏山女子高等学校と烏山高等

学校、ほかの学校もあるでしょうが、主にここが利用するわけであります。 

 烏山高等学校では大体３５人から３６人の、今、育英会と言いましたが、これは今法律が変

わりまして独立法人の日本学生支援機構と名前が変わっています。これは独立行政法人です。

ですから、ここは今度は取り立ては厳しいです。こういう中で、これは学校の推奨がある者と

いうことで、学校にすべて支援機構が申し込みを一任しているわけであります。ですから、奨

学資金担当という１つの部署があって、先生がそこについているわけであります。そして、学

校から進学したいという人に忚募をするわけであります。その中で申し込んできたのが、この

中に第１種と第２種とありまして、第１種というのは利息がないんです。それから有利子と言

って第２種は利息がありまして、これは利息は３％以内、卒業後返すのに３％以内と決められ

ております。 

 その申し込みは第１種の場合には３５、６人しかいないんだ。その採用状況はどうかといっ

たら、支援機構は３０名採用してくれているんですよ。なぜ５名漏れたかといいますと、この

５名は経済的理由、所得が多過ぎてだめなんですよ。低過ぎじゃないんですよ。所得が多過ぎ

てだめ。この５人はどういうふうな措置をとったかといいますと、有利子でどうだ。第２種の

有利子、この利子のほうでやったら全員合格。 

 ですから、高等学校はもう既に経済的困窮者は全部救っているんですよ。そういうところに

この奨学資金制度などというものをつくって、意味のないとは言いませんが、もらったことに

はこしたことはないでしょう。しかし、返還の義務がないというのに問題があるわけです、公

有財産ですから。こういうものを果たして制度化していいのか。 

 では烏山女子高等学校はどうなんだ。２０人申し込みました。しかし、この２０人は第１種

のほうは全部だめでした。第２種、利息つきの場合は全員合格です。全員採用になっています。

第２種のほうはどういうことかというと、利便性があるかというと、これは月額３万円、５万

円、そして８万円、１０万円と選択ができるんです。月額幾らもらいたいという場合には、第

２種の利子つきの場合には３万円、５万円、８万円、１０万円もらえる制度になっている。で
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すから、こっちを選んだんだという担当者の説明であります。 

 ですから、これほど充実している。一時金が欲しいという場合には、各銀行に、ある銀行、

金融機関、信用組合、全部５００万円ぐらいまでの融資が可能であります。銀行の場合は所得

制限があります。それは４００万円以上。しかしこの支援機構の場合には所得制限は下なんで

す。１００万円でもいいわけです。 

 ですから、こういう制度で申し込みをしている人が大半が救われている中で、どうしてこの

条例を今制定するんだ。条例を制定するということはやめることを考えなくちゃいけない。何

で去年までもらえたのに、おれはもらえないんだ、今度。それこそまたやめるときが大変なわ

けであります。 

 ですから、私は制定をするときはやめることを考えて制定しろと言っているんです。しかも、

これは一般財源ではないですが、基金ではあってもこれは市の財源でありますから、これを有

効に使うということを考えれば、どこに使うかわかるでしょう。市が背負っている義務教育の

教育力アップ、これだったらだれも文句は言わない。 

 ですから、国民金融公庫もそうですからね。所得の制限があるんですから。７１９万円以上

はだめだと。それはこういう金融機関を使ってはだめだ。そのかわり２００万円無担保無保証

です。そういういい制度がもう既にあるわけであります。そこにまたこういう、私はむだ遣い

とは言わないですが、むだ遣いに近い。こういうものを制度化していいものか。だから、私は

議会としてのチェック機能を果たすために、今こういう質問をしているわけでありますから、

しっかりした答弁を次長、お願いいたします。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  ご指摘の部分でございまして、資格要件関係、所得の関係等に

ついては選考委員会というのが今後規則で出てまいりますので、ご指摘の先ほどちょっと答弁

した部分もあろうかというふうに思います。そういうものの中で十分に精査をしながら、今回

提案をしたものについて給付をしていきたいというのが私どもの考え方でございます。 

 なお、ご指摘の部分、十二分に私も調査をしていなかった部分についてはお認めするわけで

ございますが、例えば高校が終わりまして大学に行っても、大学のほうでの融資制度というも

のも多々あるというふうに思っておりますし、そこでもやはり所得制限等も含めた基準という

ものに合わせて対処しているというのが実態かなというふうに思います。 

 ご指摘の市有の財源、広く云々という表現の仕方はちょっとまずかったかなというふうには

思いますが、基本的にはそういった忚募者の中から資格要件に該当する者について給付をして

いきたいということでございます。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 
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○総務部長（大森 勝君）  この条例関係等について違法性があるかどうかというのもやは

り大きな問題の１つになるのだろうと思っております。今回の基金条例関係、支給関係条例等

については、法律等に違反すれば当然無効ということになるわけでございます。この観点から

考えますと、こういう条例をつくるということになりますと、均衡上の問題、公平上の問題と

いうものは当然あるわけでございます。そういう観点から考えますと、これら等についてはそ

ういう問題があるということから、今回条例の制定ということで議会の皆さんのご意見等を伺

いながら、これを設置をしていくということで考えているわけでございまして、これら等につ

いては私は法律に違反しているということはあり得ないだろうと思っております。 

○議長（小森幸雄君）  １８番樋山隆四郎君。 

○１８番（樋山隆四郎君）  今、総務部長のほうから改めて答弁がありましたが、これは条

例に制定すれば違法性はないんだ。それはわかります。ただ、この条例制定に関して先ほど次

長が言ったように、各大学でも奨学資金があるんだとか、そっちのほうを使えばいいんじゃな

いかということを言っているわけでしょう。そうだったら、この条例は必要ないんじゃないで

すか。なぜこういう条例を、しかも返還の義務がないということに問題がある。 

 ただ、その大学にある奨学資金とか何とかいったって、これは経済的理由なんていうものが

主にはなりません。すべてが成績です、貸与の場合は。成績抜群という人間にだけしか貸与を

していないんです。給付なんかしないんです。みんな返還義務があるんです。返還義務のない

奨学資金なんていうのは聞いたことがありません。これはあくまでもくれてやるということで

す。しかも、これは公金ですからね。いかに運用資金とは言ったって公金ですから、これを個

人個人にくれてやる。いろいろな条件があるとか、期待をするとかと言ったって、本質はこれ

はどういうことかと言ったら、これはくれてやることなんですよ。 

 財源がとにかく余っていてしようがないというのなら、使い道がないというのならいいです

よ。片方では銭がないと言って大騒ぎしている。ただ、これは一般財源に使うのではなくて、

教育を目標に使え。だから、市が担っている義務教育の課程において、この課程の地域の教育

力アップに使うのなら私は大賛成だと言っているのはここなんです、ポイントは。同じ金を使

うのでも、７２０万円に利ざやをどう使うか。何人かの人にくれてやるのか、毎年毎年。そし

てそれは期待していますというだけの話です。それだったならば、私は地域の教育というもの

にこの金を使ったなら、私は市の責任は果たせると思います。それが市の義務だというふうに

考えますが、この辺のところはどういうふうに市長は考えているのか。最後の質問であります

から、答弁を求めます。 

○議長（小森幸雄君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  今、ご指摘の問題でございますけれども、地域の教育力というよう
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な崇高なご質問をいただいておりますけれども、奨学資金条例はあくまでも那須烏山市独自の

給付条例、これが原則であります。それも極めて運用上において厳正かつこの利ざやの以内で

もって厳しい選考委員会を設けることにしておりますので、これはだれでもかれでも給付をす

るということではないことはご理解をいただきたいと思います。しかも、それで向学心があり

将来有望、そして勉強意欲がある。そして世帯によってこの所得制限を設けておりますことか

ら、そういった１０万円、２０万円、されど１０万円、２０万円の金額でありますから、この

那須烏山市の財政の身の丈に合った給付条例だとご理解をいただきたい。したがって、給付に

なりますから、貸与でないために、子供たちは一生懸命勉強して、この条例の選考の対象者に

なるんだ。むしろ私はそのような切磋琢磨の精神も一助として生まれるのかなと期待をいたし

ております。 

 そのようなことから、那須烏山市独自の給付条例だということを重ねて申し上げまして、答

弁とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま上程中の議案第１１号 那須烏山市奨学金給付条例の制定につ

いて、議案第１５号 那須烏山市奨学基金設置及び管理条例の一部改正についての２議案を所

管の常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１１号、議案第１５号については、文教福祉常任委員会に付託をいたします。 

 休憩いたします。 

休憩 午後 ０時０３分 

 

再開 午後 ０時５９分 

○議長（小森幸雄君）  午前中に引き続き会議を再開いたします。 

                                    

     ◎日程第６ 議案第９号 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する 
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                 法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に 

                 ついて 

 

○議長（小森幸雄君）  日程第６ 議案第９号 地方公務員の育児休業等に関する法律の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたしま

す。 

 本案についての提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま上程となりました議案第９号につきまして、提案理由の説

明を申し上げます。 

 本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う育児のための短時間勤務制

度の導入のため、関係条例の整備を行うものであります。 

 主な内容ですが、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための環境

整備として、職員が職務を完全に離れることなく、長期にわたり仕事と育児の両立が可能とな

るよう、小学校就学までの期間、育児のための短時間勤務制度を導入するものであります。 

 詳細につきましては、総務部長に説明をさせますので、何とぞ慎重審議を賜りまして、可決、

ご決定賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長の補足説明を求めます。 

 総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  議案第９号について補足説明を申し上げます。 

 今回、改正する条例は４つでございます。那須烏山市職員の育児休業に関する条例、那須烏

山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例、那須烏山市技能労務職員給与条例、那須烏

山市水道事業企業会計職員給与条例の４つでございます。 

 先ほど市長から育児休業法の改正というご説明があったわけですけれども、主な改正点につ

きましては、育児のための時間勤務制度、育児短時間勤務制度が新しく新設をされたこと。育

児短時間勤務する職員の後任補充のため、短時間勤務職員については非常勤職員になります。

非常勤職員を任用することができるという制度になったこと。部分休業の対象を３歳に満たな

い子から小学校就学前の子までに拡充されたこと。この３つが主な改正点でございます。 

 では、改正条文の説明を申し上げますので、１ページをお開きいただきたいと思います。な

お、この条文等の改正等は非常に長くなっておりますので、用語の改正、適用条文の改正等に

ついては、すべて説明を省略させていただきます。新規条文を主に説明を申し上げますので、
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ご理解をいただきたいと思います。 

 では最初に１ページの第３条第３号の改正でございます。この改正等につきましては再度の

育児休業をすることができる特別の事情といたしまして、育児休業を取得した職員が負傷、疾

病等により子を養育することが困難となり、当該育児休業の承認を取り消された後、その状態

が回復した場合には再度育児休業を認めるという条文でございます。 

 第４号関係については、改正前の第３号の表現を改めたものでございます。 

 次に２ページに移らせていただきます。第８条第２項関係の新しく追加した条文等につきま

しては、育児休業をした職員の職務復帰後の給料の調整について改正を行ったものでございま

す。従前は、育児休業した期間の半分に相当する期間を勤務したものとしていたものを、改正

後は原則として育児休業した期間のすべてを勤務したものとみなし、復帰後の給料を調整する

ことといたしたものでございます。 

 第９条関係につきましては、育児短時間勤務をすることができない職員について規定したも

ので、基本的には育児休業することができない職員を規定した第２条と同様であります。非常

勤職員や臨時職員、配偶者が育児休業している職員を対象外といたしたものでございます。 

 次に３ページの第１０条関係につきましては、育児短時間勤務の終了後１年間は条例で定め

る特別な事情がある場合以外は、再度の育児短時間勤務をすることができないこととなってい

ます。その特別な事情を規定したもので、例といたしましては配偶者が疾病等により入院して

しまい、職員が育児短時間勤務をしなければ当該子の養育に著しい障害が生じる場合などを想

定いたしております。 

 次に４ページの第１１条でございますが、これについては育児短時間勤務職員の勤務形態を

定めたものでございまして、勤務の形態については育児休業法第１０条に次の４種類が定めて

ございます。１日当たり４時間勤務、週２０時間の勤務。１日当たり５時間、週２５時間の勤

務。週３日で週２４時間の勤務。週２日半、週２０時間の勤務。これが新しく加えられたもの

でございます。 

 第１１条の条文で記入してございますのは、先ほど申し上げた通常勤務以外で公務の運営上

の事情等により、特別な形態により勤務する必要のある職員、土日が週休日でない勤務形態の

職員等につきましては、勤務形態を条例で特に規定したものでございます。なおこの規定につ

いては後でご説明を申し上げますが、勤務時間、休日及び休暇等に関する条例、第４条で規定

する育児短時間勤務をする職員の週休及び勤務時間の割り振りの規定と対忚いたしております。 

 第１２条につきましては、育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求手続きについて規定

いたしたものでございます。 

 次に第１３条につきましては、育児短時間勤務の承認の取り消し事由を規定いたしたもので
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ございまして、例といたしましては育児短時間勤務をしている職員の配偶者が子を養育するこ

とができることとなった場合、これが第１号でございます。諸般の事情により当初承認された

育児短時間勤務の内容と異なる内容の勤務形態を職員が請求し、承認された場合において、当

初の承認を取り消す場合。これが第３号などと規定をいたしております。 

 次に、第１４条につきましては、育児短時間勤務の承認が失効した場合等において、条例で

定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、当該育児短時

間勤務をしていた職員に引き続き同様の勤務をさせることができることといたしたものでござ

います。 

 第１号は併任任用が行われている場合に１人の育児短時間勤務の承認が失効すると、他方の

育児短時間勤務をする職員とあわせた両者の定数が１から２に増加することにより、過員を生

じてしまう場合。第２号は育児短時間勤務職員の後任補充として採用した任期付短時間勤務職

員について、その任期終了前に育児短時間勤務職員が職務に復帰したことにより、当該任期付

短時間勤務職員を配置する職がなくなってしまった場合等を想定して規定をいたしたものでご

ざいます。 

 次に、５ページの第１５条でございまして、第１４条で規定する育児短時間勤務の例による

短時間勤務をさせる場合、または当該短時間勤務が終了した場合に、職員に対して書面により

通知しなければならないことを規定いたしたものでございます。 

 次に、第１６条につきましては任期付短時間勤務職員の任期の変更について規定いしたした

ものでございまして、第６条で規定する育児休業に伴う任期を定めて採用された職員の取り扱

いと同様の規定といたしたものでございます。 

 次に、第１７条につきましては育児短時間勤務をしている職員の給与について、給与条例の

特例として規定をいたしたものでございます。 

 第４条第３項、第５項、第１０項については昇給の基準等に関する規定であります。育児短

時間勤務職員の給料月額はその職員の属する職務の級及び号級に忚じて決定される額に、当該

職員の１週間当たりの勤務時間をフルタイムで勤務する職員の１週間当たりの勤務時間で除し

得た数を乗じ得た額とすることを規定いたしております。 

 第１０条第２項第２号は通勤手当に関する規定であります。育児短時間勤務による通勤回数

が尐なくなる職員については、再任用短時間勤務職員の例を踏まえ、通勤手当の減額を行うこ

とを規定いたしております。 

 第１３条第１項は時間外勤務手当に関する規定であります。育児短時間勤務の職員が正規の

勤務時間を超えた勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との

合計が８時間に達するまでの勤務にあっては、勤務１時間当たりの給与額に１００分の１００



平成19年第５回定例会 第１日 

－40－ 

を乗じ得た額を支給することと規定をいたしております。正規の職員の時間外勤務手当より率

が低くなっております。 

 以下第１７条関係は期末勤勉手当の基礎額に関する規定でありまして、第４条関係と同様に

基礎となる給料月額は当該職員の１週間当たりの勤務時間を、フルタイムで勤務する職員の１

週間当たりの勤務時間で除し得た数を乗じ得た額とすることを規定いたしたものでございます。

これらについては勤務の時間、日数等に忚じて減額をいたすという規定になっております。 

 次に６ページの第１８条でございまして、これについては育児休業法第１７条の規定による

育児短時間勤務をしていた職員が引き続き同様の短時間勤務をすることとなった場合における

給与条例の特例について、前条の育児時間勤務をする職員と同様の取り扱いとすることを規定

いたしております。 

 第１９条につきましては、育児短時間勤務をしている職員の後、補充として採用することが

できる任期付短時間勤務職員の給与について、給与条例の特例として規定したもので、第１７

条の育児短時間勤務職員とほぼ同様の取り扱いとなっております。 

 次に８ページに移らせていただきます。職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例につい

てでございます。第２条関係については、１週間の勤務時間に関する規定でございまして、第

２項は育児短時間勤務職員等に関したものでございます。第４項は任期付短時間勤務職員につ

いて規定いたしたものでございます。 

 第３条、第４条関係等につきましては、育児短時間勤務職員等の週休日及び勤務時間の割り

振りに関する規定であり、先ほど説明いたしました育児短時間勤務をする職員の勤務内容に沿

って規定をいたしたものでございます。 

 次に、９ページの第８条第１項でございまして、育児短時間勤務をする職員等に正規の勤務

時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合を規定したもので、具体的には宿日直

勤務や超過勤務を命ずることを想定いたしたものでございます。 

 第１２条につきましては、育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤

務職員の年次有給休暇に関する規定であります。その者の勤務時間を考慮し、２０を超えない

範囲内で定めることと規定をいたしております。具体的には１週間の勤務日数を正規の勤務日

数である母で除し得た数を乗じ得た日数を想定をいたしております。 

 １０ページの技能労務職員の給与条例、１１ページの水道事業企業職員給与条例の改正の主

な改正内容は次のとおりでございます。部分休業の対象を「３歳に満たない子」から「小学校

就学の始期に達するまでの子」に拡充されたことに伴う改正、再任用職員において扶養手当と

住居手当の規定の適用除外を規定してまいりましたが、それに今回新設された育児短時間勤務

職員の後、補充として採用することができる任期付短時間勤務職員を加えたものでございます。
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その他所要の改正の整備を行うものでございます。 

 附則関係等については説明を省略させていただきます。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（小森幸雄君）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入りますが、質疑は簡潔にお願い申し上げます。 

 １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  地方公務員法の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う育児の

ための短時間勤務制度の導入というものに基づいて条例を制定するということだと思うんです

けれども、今までの条例の中ではどんな育児休業が実施されていたのか。これは育児休業は認

めるということにより、その間は給与は払わないということでいいんですか。そして、再任し

た場合に給与を払うということで今まで来たんですけれども、今回の改正は、その間に育児休

業中の短期間勤務職員というのを入れる。育児短期間勤務職員というのは週２０時間から２４

時間という理解でいいんですかね。これは１日８時間労働ということになりますと、約３日以

上勤めれば短期間勤務職員というふうになると思うんですよね。これについては給与の支払い

はどんなふうになるのか。１００分の１００になってしまうのか、その辺わかりませんので、

ご説明いただきたい。 

 さらには再任職員となりますと、またこれは通常勤務という形になるのかなというふうに思

うんですけれども、その辺、今まではどうだったのか。今度の改正によって育児休業職員はど

うなるのか。短期間勤務職員の職員として認定される基準は勤務何時間以上という、先ほど私

が言った２０時間から２４時間以上というふうな理解でいいのかどうか。そのときの給与はど

ういうふうになるのか。再任職員というのはそれとはまた別に、もう１回復帰した場合という

ような理解でいいのかどうか。その場合には当然１００の１００になるというふうに思うんで

すけれども、その辺、非常に条例の字句にとらわれますと中身が何だかよくわからないので、

端的に育児休業法等に関する法律の一部改正に伴う今回の主要な改正点が理解しやすくなるよ

うな、もう一度ポイントのご説明をいただきたいというふうに思います。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  育児休業職員との今回の関係のご質問でございます。この関係

等についてはやはり育児休業等については従前ですと３歳未満ということが、今回学校に上が

るまでというお子さんが対象になるということで、同じ運用になってまいります。給料関係等

については育児休業並びに今回の条例改正等においては、すべて給料は給しないということに

なってまいります。しかし、今回については、勤務形態を定めて勤務をするということでござ

いまして、先ほど議員からお話がありましたように、４つから選択をできるということになり



平成19年第５回定例会 第１日 

－42－ 

ます。先ほども申し上げましたが、１日当たり４時間、週２時間ということになりますと、５

日勤務ですね、通常５日勤務でございますので、その場合は４時間を選定することもできます

し、５時間を選定することもできるということになります。週３日を選ぶことができます。こ

の週３日等については２４時間ということですので、３日の場合については８時間勤務、通常

の勤務と同じ勤務になります。週２日半、これについては２日が８時間勤務、そのほかに４時

間を選択できるというような勤務でございます。 

 短時間勤務職員等の勤務の給与関係等については、通常職員は８時間勤務をしておりますの

で、単純にすれば週４時間ずつずっと勤務をしているということになりますと、給与が半分に

なるというような考え方でございます。 

 次に、再任用職員等については、今回長期にわたる職員または時間等においても４時間の勤

務ということで、事務的に職員を補充しなければできないということ等もございまして、期限

付きの臨時職員、非常勤職員等についても採用ができるということになってまいりました。職

員等がそういうことで該当がなければ、現有職員の中で対忚してまいりたいというふうには思

っておりますけれども、今回非常勤職員としてそういう職員が採用できるということが新たに

つけ加えられたものでございます。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  大体制度は理解できたんですけど、現在までの育児休業で休んで

いる方の現況がどうなっているのかご説明いただきたい。あわせまして、育児休業もそうです

し、４つの短時間勤務の申請に対する承認はどういうふうなシステムでやられるのか。さらに

再任も含めて総務課のほうで人事担当で進められるのか。それぞれの課のほうで対忚されるの

か。その辺ちょっとお聞かせいただきたいというふうに思うんですけれども。 

 さらには、この臨時職員をどんどん登用することが可能になるということなんですけれども、

これはやはり正規職員を減らして臨時職員に変えていくというか。今の世の流れの中で正規社

員がどんどん削られまして格差を生む大きな原因にもなっているわけなので、その辺は安易に

正規社員をどんどん減らして臨時とかパート採用に仕事を切りかえていくというのは非常に問

題があるかなというふうに思うんですけれども、その辺はどんなふうに考えているのか、あわ

せてご答弁をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  現在の育児休業を取っている職員については３名おります。そ

のほかに現在１名が産休を取っているということで、現在４名の方が取っております。 

 この申請関係等につきましては、担当課を経由して総務課のほうに申請がされるという手続
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きになります。これらに伴う臨時職員の定数の考え方につきましては、職員の定数内で行うと

いうのが原則になっております。そうしますと、正規の職員もカウント１というふうに定数内

でカウントをいたします。非常勤の臨時職員についても１をカウントするということになりま

すと２になってしまいますので、それを１というふうなカウントの仕方で、定数内でこれから

運用してまいるということでご理解をいただきたいと思います。 

○１６番（平塚英教君）  了解。 

○議長（小森幸雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第６ 議案第９号について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。よって、議案第９号については、原案のとお

り可決いたしました。 

                                    

     ◎日程第７ 議案第１０号 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条 

                  例の整理に関する条例の制定について 

 

○議長（小森幸雄君）  日程第７ 議案第１０号 学校教育法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。 

○議長（小森幸雄君）  本案について提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 
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〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま上程となりました議案第１０号につきまして、提案理由の

説明を申し上げます。 

 本案につきましては、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、関係いたし

ます市条例の引用条文等について所要の改正を行うものであります。 

 詳細につきましては、教育次長に説明をさせますので、何とぞ慎重審議をいただきまして可

決、ご決定賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。補足説明を求めます。 

○教育次長（堀江一慰君）  それでは議案第１０号につきまして詳細説明を申し上げたいと

思います。 

 市長の提案のとおり、学校教育法の一部を改正する法律の公布がまだされておりませんが、

されることから関係をいたします那須烏山市条例の一部について改正をいたすものでございま

す。改正の主なものにつきましては、学校教育法に規定されております学校の種類の順序が改

正をされまして、市条例で引用しております条例、条項等の改正をいたすものでございます。 

 条例をお開きいただきたいと思います。第１条の改正につきましては、那須烏山市職員の修

学部分休業部分に関する条例の一部改正でございます。この件につきましては、市職員が修学

のため部分休業をする場合の教育施設を明記しております。 

 第２条第３項第２号中「第８２条の２」、これは専修学校でございまして、これが「第１２４

条」に改められました。 

 また、第３号中「第８３条」、これは各種学校でございますが、「第１３４条」に改められ

たため、改正をいたすものでございます。この修学部分の休業というのは、先ほどの自己啓発

の部分とも似たような条例でございまして、公務に関する能力の向上に資するため当該職員が

教育施設における修学のため、期間中とありますが２年間ということになっております。１週

間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができるということでございまし

て、１週間を通じて２０時間を超えない範囲ということと、３０分単位ということでこの修学

部分に関する休業の条例は規定をされているところでございます。 

 次に第２条でございます。那須烏山市立学校施設利用及び使用料条例の一部改正につきまし

ては、ご案内のとおり学校開放施設関係のものでございまして、第１条に第８５条、これは学

校施設の社会教育への利用という部分が規定されている条項でございまして、このたびここの

条項の部分が第１３７条に改められたため、改正をいたすものでございます。 

 附則につきましては、本条例の施行日を規定してございまして、先ほど申し上げましたが、

学校教育法の一部を改正する法律の施行日、これはまだ１２月２６日までに政令により施行さ
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れるということになっておりまして、本条例の施行日のいずれか遅い日ということで、施行日

を規定するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（小森幸雄君）  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第７ 議案第１０号について、原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１０号については、原案のとおり可決いたしました。 

                                    

     ◎日程第８ 議案第１２号 那須烏山市職員給与条例の一部改正について 

 

○議長（小森幸雄君）  日程第８ 議案第１２号 那須烏山市職員給与条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 
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○市長（大谷範雄君）  ただいま上程となりました議案第１２号につきまして、提案理由の

説明を申し上げます。 

 本案は、本年８月８日、内閣と国会に対して国家公務員の給与等について人事院勧告が行わ

れました。国は勧告を受け、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正を行い、法律が平

成１９年１２月１日に施行されたことによりまして、那須烏山市職員給与条例の一部改正を行

うものであります。 

 概要でございますが、行政職給料表の１級から３級までの初任給を中心に、若年層に限定を

した改定を行ったこと。２つ目が扶養手当の支給月額を現行の６,０００円から６,５００円に

引き上げたこと。３つ目は勤勉手当の支給月額数を０.０５月の加算を行ったことを内容とし

た一部改正を行うものであります。 

 詳細につきましては、総務部長に説明させますので、何とぞ慎重審議をいただきまして可決、

ご決定賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長の補足説明を求めます。 

 総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  議案第１２号 那須烏山市職員給与条例の一部改正について補

足説明を申し上げます。 

 １ページをお開きいただきたいと存じます。第８条第３項中、６,０００円を６,５００円に

改めましたのは、平成１９年人事院勧告により国の一般職員の給与に関する法律が一部改正さ

れ、本年１２月１日施行され、配偶者を除く扶養手当について５００円が引き上げられたこと

により、改正を行うものでございます。該当職員数につきましては、一般会計、特別会計、企

業会計をあわせると１０９人が対象となります。年間で増額になる金額等につきましては１１４

万９,０００円の増額ということになります。 

 第９条第３項の改正等については、用語の改正を行ったものでございます。 

 第１７条の４第２項の改正につきましては、第８条関係で申し上げましたように、国の改正

に基づき勤勉手当の支給率を０.０５月引き上げる改正を行うものでございます。６月期は従

前と同じく０.７２５月とし、１２月期を一般職にあっては０.７２５を０.７７５、特定幹部

職員にあっては０.９２５を０.９７５に改め、それぞれ０.０５月を引き上げることといたし

たものでございます。このことから全会計で年間５８４万４,０００円の増ということになり

ます。 

 別表の改正につきましては、国の改正に伴いまして行政職給料表の改正であります。１級か

ら３級までの一部を改正し、４級から７級につきましては人事院勧告で改正がないことから、

現行のままの据え置きということにさせていただいております。１級の改正は最大の引き上げ
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額で月２,０００円、引き上げ率で１.１％、該当職員数については１１名でございます。２級

の改正は最大の引き上げ額で月額２,０００円、引き上げ率で０.６％、該当職員は１９名でご

ざいます。３級の改正につきましては最大の引き上げ額で月額１,８００円、引き上げ率はこ

の３級については１１３号がございまして、そのうち１６号までの改正ということになります

ので、引き上げ率についてはゼロ％ということになります。なお、那須烏山市の職員の該当職

員については、この改正では３級ではゼロ人、該当者はございません。このことから積算をい

たしますと、一般会計、特別会計、企業会計合わせて年間で６５万６,０００円の増額となり

ます。 

 次に３ページに移らせていただきます。第１７条の４第２項の改正につきましては、平成

２０年度以降に支払われる勤勉手当の支給率の改正でございます。平成１９年度の人事院勧告

に伴う改正率１００分の５を１２月支給として改正を行っております。しかし、平成２０年度

以降につきましては、１００分の５を６月期、１２月期にそれぞれ１００分の２.５をあん分

をいたして配分をするというふうに改正を行うものでございます。 

 施行期日関係等については、扶養手当、行政職給料表の改正関係等については平成１９年４

月１日から、勤勉手当の支給につきましては、実質本年１２月支払いという改正でございます

ので、１２月期の支払いから改正をいたすということにしてございます。当然この条例等が決

定をされれば、職員に対する差額分の支払いということになってまいるわけでございまして、

これらにつきましては議会の議決をいただいた後には、１２月中には職員に追給ということで

支給をしてまいりたいと考えております。 

 以上で補足説明とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  議案第１２号の市職員給与条例の一部改正についてでありますが、

今回の給与改定につきましては、１級、２級、３級の若年層の給与改定ということにとどまっ

たということで、最大で２,０００円ということで全体では６５万６,０００円増というような

ことなんですけれども、ちなみに本市の職員給与の平均額とそれぞれ等級における人数とその

中の平均年齢と、先ほど申しました平均給与額、その辺教えていただければと思います。この

改正に伴う部分ですね。わからなければ後で行きますから。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  この給与関係等の改正については補正予算に載っておりまして、
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２３ページを見ていただければ、一般行政職から技能労務職、教育職、看護保健職、税務職と

いう区分けで表示してありますので、ぜひごらんいただきたいと思います。 

 次に、級別の職員数について申し上げます。７級については５人、６級については１８人、

５級については２６人、４級については８７人、３級については１４４人、２級については

２１人、１級については１１人、トータルで３１２名でございます。 

○議長（小森幸雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  ほかに質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これ

で質疑を打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よってこれで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第８ 議案第１２号について、原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２号については、原案のとおり可決いたしました。 

 お諮りいたします。日程第９ 議案第１３号、日程第１０ 議案第１４号の２議案を一括し

て議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

                                    

     ◎日程第 ９ 議案第１３号 那須烏山市水道事業設置及び経営基本条例の一部改 

                   正について 

     ◎日程第１０ 議案第１４号 那須烏山市簡易水道事業設置及び経営基本条例の一 

                   部改正について 
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○議長（小森幸雄君）  したがって、議案第１３号 那須烏山市水道事業設置及び経営基本

条例の一部改正について、議案第１４号 那須烏山市簡易水道事業設置及び経営基本条例の一

部改正についての２議案を一括議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま一括上程となりました議案第１３号及び議案第１４号につ

きまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 まず、議案第１３号につきましては、平野簡易水道の取水ポンプ故障の定期化により維持管

理費が増加しております。平野簡易水道の給水区域を那須烏山市水道事業の給水区域に統合し、

施設の効率的運用と住民への安定供給を図るための改正であります。 

 議案第１４号につきましては、議案第１３号の条例改正に伴う改正で、平野簡易水道の給水

区域を那須烏山市水道事業の給水区域に統合するための改正であります。 

 詳細につきましては、建設部長に補足説明をさせますので、何とぞ慎重審議をいただきまし

て、可決、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  建設部長池尻昭一君。 

○建設部長（池尻昭一君）  補足説明を申し上げます。 

 議案第１３号 那須烏山市水道事業設置及び経営基本条例の一部改正についてでございます。

平野簡易水道事業の上水道への統合に伴う給水区域の変更で、条例第２条第２項の別表、給水

区域の欄中、中山（一部の区域に限る）を中山に、また白久（一部の区域に限る）を白久に、

それぞれ括弧書きを削除しまして、地域限定を解除して中山、白久全域を給水区域に改正する

ものであります。なお、給水人口３万５００人、１日最大給水量１万６,０００立方メートル

については現行の中で対忚できることから、今回は改正をいたしません。 

 次に、議案第１４号 那須烏山市簡易水道事業設置及び経営基本条例の一部改正についてで

あります。平野簡易水道の廃止に伴い、条例第２条第２項の別表中、平野簡易水道の項を削る

改正でございます。この条例の施行については、議案第１３号、議案第１４号ともに平成２０

年４月１日を予定しております。平野簡易水道を廃止して上水道への施設統合するための条例

改正でございます。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（小森幸雄君）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 
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 １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  議案第１３号の市水道事業設置及び経営基本条例の一部改正であ

りますが、平野簡易水道事業廃止に伴う給水区域の変更ということでございまして、市の上水

道のほうにつなぐということだと思うんですけれども、現在、平野簡易水道は給水人口は何人

なんでしょうか。先ほど上水道につないでも給水人口３万５００人の設定は変えないというふ

うに聞こえたんですけれども、そういうことでいいんですね。そのことをもう一度確認したい

ということです。 

○議長（小森幸雄君）  建設部長池尻昭一君。 

○建設部長（池尻昭一君）  お答えします。現在の平野簡易水道の受益戸数については中山

地区で１９０人、平野地区で３１人、合わせて２２１人となっております。 

 以上でございます。 

○議長（小森幸雄君）  １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  それを上水道につないでも、上水道のほうの給水人口は変えない

ということですね。 

○議長（小森幸雄君）  建設部長池尻昭一君。 

○建設部長（池尻昭一君）  はい、そのとおりでございます。 

○１６番（平塚英教君）  わかりました。 

○議長（小森幸雄君）  １７番中山亓男君。 

○１７番（中山五男君）  ４点ほどお伺いします。平野簡易水道というのは中山、白久地区

にあるそうなんですが、この施設を見たことがないものですからわからないんですが、これは

すべて独立した施設だったんでしょうか、五戸から何からですね。これについて１点。 

 ２点目は平野地区の簡易水道を上水道に編入させることによって、年間どのぐらいの経費節

減ができるのか、おおよその額がわかりましたらお伺いしたいと思います。経費節減ですね。 

 それと３点目は、今回編入させるためにそれなりの送水管等の接続等で経費がかかるのでは

ないかと思いますが、これは今回の予算に見ているんでしょうか。その経費がおよそわかりま

したらお願いしたいと思います。 

 最後のもう１点は、そうしますと簡易水道としてあと残るのは向田、境、境東、興野、七合

の５カ所が残るわけですが、これらについては当分の間、上水道に接続するということは不可

能なんでしょうか。 

 以上、４点についてお伺いいします。 

○議長（小森幸雄君）  建設部長池尻昭一君。 

○建設部長（池尻昭一君）  まず１点目の平野簡易水道の施設については、独立して取水か
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ら浄水場を持っております施設でございました。 

 それから、上水道に移行にあたっての経費の節減でございますけれども、具体的に幾らとい

う金額はございませんけれども、今までポンプが通常の施設ですと１８年くらいを経過して更

新をしているものが、２年前後での更新となってしまうためのポンプの費用が一番大きく経費

節減できるのかなと。 

 それと、平野簡易水道を廃止しても、浄水施設についてはそのまま使用するということです

ので、通常の経費節減にはとどまらないけれども、安定した供給を図るというところに主眼が

置かれております。 

 それから、送水管の建設費については予算で計上しておりますけれども、旧南那須の施設か

ら志鳥の中を通りまして平野地区に送水管を設置する費用でございます。 

 簡易水道については５カ所というお話でしたけれども、七合については既に浄水に包括され

ておりますので、残るのは向田、境、境東、興野という４簡易水道がございます。これについ

ても緊急時については上水から供給できるようなシステムにはなっておりますけれども、当分

の間は簡易水道として残したいという考えを持っております。 

 以上でございます。 

○１７番（中山五男君）  了解しました。 

○議長（小森幸雄君）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより議案第１３号、議案第１４号の２議案について討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。日程第９ 議案第１３号について、原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３号については、原案のとおり可決いたしました。 
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 次に、日程第１０ 議案第１４号について、原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１４号については、原案のとおり可決いたしました。 

 休憩いたします。 

休憩 午後 １時５１分 

 

再開 午後 ２時０３分 

○議長（小森幸雄君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 お諮りいたします。日程第１１ 議案第１６号から日程第１８ 議案第２３号までの指定管

理者の指定についての８議案を一括して議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議あり」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしが多いようですので、一括議題といたします。 

                                    

     ◎日程第１１ 議案第１６号 那須烏山市農産物等加工処理施設の指定管理者の指 

                   定について 

     ◎日程第１２ 議案第１７号 那須烏山市農業会館の指定管理者の指定について 

     ◎日程第１３ 議案第１８号 那須烏山市八ヶ代コミュニティーセンターの指定管 

                   理者の指定について 

     ◎日程第１４ 議案第１９号 那須烏山市市民ふれあい農園・ふれあい交流体験館 

                   の指定管理者の指定について 

     ◎日程第１５ 議案第２０号 那須烏山市自然休養村センター他４施設の指定管理 

                   者の指定について 

     ◎日程第１７ 議案第２１号 那須烏山市山あげ会館の指定管理者の指定について 

     ◎日程第１８ 議案第２２号 那須烏山市龍門ふるさと民芸館の指定管理者の指定 

                   について 

     ◎日程第１９ 議案第２３号 那須烏山市観光物産センター（１階）の指定管理者 

                   の指定について 

 

○議長（小森幸雄君）  したがって議案第１６号 那須烏山市農産物等加工処理施設の指定

管理者の指定から、議案第２３号 那須烏山市観光物産センター（１階）の指定管理者の指定
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までの８議案を一括して議題といたします。 

○議長（小森幸雄君）  市長の提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま一括上程となりました議案第１６号から第２３号までの指

定管理者の指定について、一括して提案理由の説明を申し上げます。 

 本市では、平成１８年９月１日より指定管理者制度を導入しておりますが、８施設につきま

しては平成２０年３月３１日でその期間が終了しますことから、今回新たに指定管理者を指定

するものであります。 

 議案第１６号から議案第１８号までの３議案につきましては、その性質から現在の指定管理

者を引き続き指定管理者として指定するものでありまして、議案第１９号から議案第２３号の

５議案につきましては、公募により募集したものでありまして、プロポーザル方式を採用し、

指定管理者選定委員会で慎重に審査をし、最も適している団体を指定管理者として指定するも

のであります。 

 経過等も含めて詳細につきましては副市長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、可決、

ご決定賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  山口副市長の補足説明を求めます。 

 副市長山口孝夫君。 

○副市長（山口孝夫君）  それでは私が指定管理者選定委員会の委員長を務めました関係上、

ただいま市長が提案説明いたしました８議案の指定管理者の選定の経過と結果等を私のほうか

ら補足説明を申し上げます。 

 今回の指定管理者の選定にあたりましては、去る１０月１８日に第１回目、２２日に第２回

目の指定管理者選定委員会を開催いたしまして、ここで公募の可否、募集要領、募集方法等の

検討を慎重に行いました。そして、この結果、公募をする施設と公募をしないで特別に選定で

きる合理的な理由があるものは、現在の指定管理者を継続して指定をするという方針を確認い

たしました。 

 公募する施設につきましては、お知らせ版や市のホームページに掲載し、１１月１日から

２０日までの間、公募を行いました。各施設とも複数の忚募がありましたが、これを受けまし

て１１月２２日に第３回指定管理者選定委員会を開催いたしまして、公募の状況を確認、書類

審査を経まして１１月２６日には各社ごとにプロポーザルを実施いたしました。 

 選定基準に基づく評価区分としましては、平等安全の確保、施設の効用発揮、経費削減、信

頼性、安定性の４区分といたしまして、これらの評価項目は全部で１６項目、１００点満点で
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あります。このプロポーザルの結果を踏まえて、翌２７日に第４回目の委員会を開催し、各忚

募者から指定管理の基本である経費の節減、サービスの向上等に重点を置いて審査検討した結

果、評価点が最も高かった団体を選定したわけであります。 

 それでは、各施設ごとの指定管理者を議案番号順に申し上げます。まず、議案第１６号 農

産物等加工処理施設でありますが、これは公募しないで現在の指定管理者である那須南農業協

同組合を選定いたしました。その主な理由としましては、当該施設の建設費の３分の１を農協

が負担したこと。利用者が市内の住民であって、地域密着型の施設であるということ。現在も

指定管理者として市から指定管理料を受けずに良好な運営が行われていることなどでございま

す。 

 次に、議案第１７号 農業会館、これも公募をしないで現在の指定管理者であります南那須

土地改良団体協議会を選定いたしました。その理由は、当該施設の建設費を土地改良団体協議

会が負担したこと。利用者は農業者を中心に地域住民であり、地域密着型の施設であること。

現在も指定管理者として、市から指定管理料を受けずとも良好な運営が行われていることなど

であります。 

 議案第１８号 八ヶ代コミュニティーセンター、この施設は現管理者である八ヶ代コミュニ

ティーセンター管理組合を選定いたしました。その理由は当該施設の建設費を八ヶ代コミュニ

ティーセンター管理組合が負担したこと。利用者は市内の大川地区住民でありまして、地域密

着型の施設であること。現在も指定管理者として、市から指定管理料を受けずとも良好な運営

が行われていることなどでございます。 

 続きまして、議案第１９号から議案第２３号までは公募いたしましたところ、いずれも複数

の忚募がありましたが、プロポーザル方式による審査及び選定委員会での慎重審議の結果を踏

まえて、選定となっております。 

 まず、議案第１９号 市民ふれあい農園・ふれあい交流体験館でありますが、これは２社の

忚募がありましたが、現在の指定管理者である農業公社を選定いたました。主な理由としまし

ては、評価点が最も高かったこと。公社の取り組みに一層の努力が感じられたことなどであり

ます。 

 議案第２０号 自然休養村センター他４施設につきましては２社の忚募がありましたが、こ

れまでの自然休養村協会にかわりまして有限会社神明商事を選定いたしました。主な理由は、

評価点が最も高かったこと。指定管理料の計上はなく、営業努力により逆に１００万円を施設

使用料として市に納入するとのこと。現在も指定管理者である自然休養村協会の委託を受けて

休養村の活性化、利用客の増加に貢献していることなどからでございます。 

 議案第２１号 山あげ会館でございますが、ここには３社の忚募がありましたが、烏山観光
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協会を選定いたしました。主な理由は、評価点が最も高かったこと。経費、これは指定管理料

や人件費でございますが、この経費の削減が図られていたこと。山あげ会館への入館者の増加

の取り組み等でございます。 

 議案第２２号 龍門ふるさと民芸館でございますが、３社の忚募がありましたが、烏山観光

協会を選定いたしました。主な理由は、評価点が最も高かったこと。経費、これは指定管理料

や人件費でございますけれども、これの削減が図られていたこと等でございます。 

 議案第２３号 観光物産センターでありますが、３社の忚募がありましたが、まちづくり合

同会社を選定いたしました。主な理由は、評価点が最も高かったこと。人件費が安く、その比

率も低かったという点でございます。 

 なお、指定期間はいずれも平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日までの５年間でご

ざいます。 

 以上、補足説明を申し上げましたが、選定委員会といたしましては延べ４回の会議とプロポ

ーザル１回を開いて指定管理の基本であります経費の削減、サービスの向上、さらには管理運

営の改善対策などの面から慎重審議を行いまして、市長提案のとおり選定をいたしましたので、

何とぞご理解を賜りたいと思います。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（小森幸雄君）  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 １番松本勝栄君。 

○１番（松本勝栄君）  ただいま説明いただきましたが、まずこの指定管理者制度はどのよ

うな形ででき上がったかということから言いますと、先ほど副市長のほうから話がありました

ように、経費の削減とかサービス向上、民活を生かすということでの立ち上がりなわけです。

そうしますと、まず最初に考えられるものとしては、この仕様書を総務課へ行っていただきま

したが、山あげ会館と滝の龍門館、南那須の観光物産センター、これは１つで提案するのが一

番経費がかからない提案の方法かなと、この辺からして指定管理者のスタートからして間違っ

ていると私は思います。 

 ですから、仕様書を出す前に、前もやまびこの湯の指定管理者のときも話したと思うんです

が、まず今どういうことで指定管理者をやっているんだということを我々に知らせてもらいた

いということで、ましてやこの５年間も続けてお願いするわけですから、８施設を分けますと、

例えば自然休養村センターなども４個か５個の施設がまとまったわけですね。これについては

例えば館長さんが１人でいいとか、その辺も私は納得いかないところがたくさんありますので、

それと出発点のことをまず１つ。 
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 続いて、先ほど選定の理由の中で評価点が最も高いという話がございました。ただ、我々議

員の中にはそういう資料が全く来ていない。評価点がどういう評価点なのか。プロポーザルの

内容がどういう内容なのか全く見えていない。こういう紙っぺら１枚出されて、これで議案と

して出されても非常に困るところであると思います。ぜひその資料を要求したいと思います。 

 そういう意味でも、この提案された各業者、団体等、指定管理者としてふさわしいのかどう

か。判断資料が尐ないため、まず資料の提供をお願いしたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  副市長山口孝夫君。 

○副市長（山口孝夫君）  ただいまの前段の質問で山あげ会館、龍門ふるさと民芸館、物産

センター、この３つの施設は一括して出すべきではなかったかというようなご質問でございま

す。休養村は４施設が一括だったということでございますけれども、休養村につきましてはす

べての施設がつながっているんですね。建物は１棟ということになっているわけなんです。そ

んな関係もありまして、建物が１棟の建物を区分して委託するというのもちょっと難しいので

はないか。全部関連性がありますので、それで１件といたしました。 

 ほかのご質問の３館については、１つには指定管理者の選定委員会の中で出たわけでござい

ますが、基本的な考え方としましては、１つの施設を単独の業者に委託をしたらどうかという

ような提案でありまして、単独として募集することによりまして、大きな業者あるいは小さな

業者、いろいろあると思いますが、そういった業者がプロポーザルに参加しやすくなる。要す

るに、山あげ会館は規模が大きいですが、龍門ふるさと民芸館はちょっと規模が小さいという

ことで、山あげ会館はちょっと無理だけれども、龍門ふるさと民芸館のほうでしたら何とかや

ってみたいとか、そういった人が出る可能性も考えられたわけでございますので、そういった

ものも１つの理由でございました。 

 それから、いろいろな意見が出ますと、やはりこれらがある人は一括で来た。ある人は１件

だけ出したということになると、非常に経費の取り方とか、指定管理料の算定が難しくなって

まいりまして、逆に公平性に欠けるおそれがあるのではないかといったような意見が出ました。 

 それから施設の管理運営の責任体制を明確にするためには、やはり単独のほうがいいのでは

ないかという意見もございますし、専業になりますと、それによって一括してやれば業務に集

中できるのではないかなどの意見がこの選定委員会の中で出まして、現在は烏山観光協会が山

あげ会館と龍門ふるさと民芸館をやっておりますが、今の状態ではなくて、新たな角度から考

えてみよう。そういうような選定委員会の方針のもとに、今回は各施設ともに単独で指定管理

を出す。しかも、館長は専任というような形で方針を出して、それが仕様書になりまして、そ

れで各忚募者のほうに説明させてもらったというところでございますので、言われることはよ

くわかりますので、今後的には検討をしてもいいのではないかというふうに私は思っておりま
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す。 

 以上でございます。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  情報公開等に伴います文書取り扱いの関係がございますので、

私のほうから文書関係等についてはお答えを申し上げたいと思います。 

 当然この選定をする場合については、選定前には公表できないものとできるものというふう

に区分けがしてございます。そうしますと、募集要綱とか選定実施決定書等については事前に

公開ができるという規定になってございまして、そのほかに先ほどご質問がありました選定項

目の配点とか選定委員名簿、選定委員会内容等については、決定をする前については公開がで

きないというふうに取り扱いをさせていただいております。 

 選定の団体が決定後については情報公開等によりまして公開ができるということになってお

りますので、既に内部の意思決定がされたということからすれば、請求があれば公開をいたす

ということになります。議会のほうで当然必要だということになれば、その文書の情報提供と

いう形で取り扱いは可能だというふうに考えております。 

○議長（小森幸雄君）  １番松本勝栄君。 

○１番（松本勝栄君）  それでは、資料の提供をぜひお願いしたいと思います。 

 それと、先ほど申しましたように、指定管理者制度の目的と合わないと私は思うんですよね。

要するに館長を１人ずつ設けなさいと言っていることは、経費がかさみますよね、だれが考え

ても。果たして今まで館長は１人ずついたのかどうか。 

 それと、ことしの１０月までに烏山観光協会と南那須観光協会が合併しなさいという話を私

はちょっと聞いていたんですが、その中で合併されない協会が指定管理者として果たしてふさ

わしいのかどうか。本当に最高点数だったのかどうか。私は逆に強い言い方で言いますと、来

年度から予算半減するよ、そのぐらいのことまで両観光協会には言っても悪くはないと思いま

す。先だって、両町の商工会は来年の４月１日に合併の運びになったわけですよね。それから

比較しますと、観光協会同士がなぜ合併できないのか。観光協会に対してこの指定管理者制度

を利用して、その点数が１番だったというのは私はちょっと聞いていられないと思いますが。 

 この中身が全く見えないです。委託金額がわからないし、いろいろな面でわからない面がた

くさんあります。第１６号議案から第２３号議案については、専決処分と何ら変わらないので

はないかと私はそのように思っていますが、いかがでしょうか。 

○議長（小森幸雄君）  経済環境部長佐藤和夫君。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  まず最初の、合併しないのになぜ指定管理者に指定するん

だという質問でございますが、これは合併をするために両者協議を重ねているわけでございま
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す。ちょっと長くなるかもしれませんが、経緯をまず申し上げたいと思います。 

 平成１９年１月３１日、副市長が音頭をとりまして南那須観光協会、烏山観光協会の正副会

長の協議をまず進めていただくということで、市長が音頭をとりまして招集させていただきま

した。その招集に基づきまして、合併の促進協議会が設立いたしまして、同２月２６日、第１

回の合併促進協議会が開かれたわけでございます。 

 さらにその合併促進協議会の中では、合併に対する答申書を出してくださいということでお

願いをいたしまして、都合５回の合併促進協議会を開催いたしまして、答申書が４月２７日に

提出されたわけでございまして、それらをもとに両観光協会は総会を開きまして、まず南那須

の観光協会は５月２６日に総会を開催しまして、全会一致で合併するということが承認された

わけです。烏山観光協会はちょっと遅くなりまして総会にかけられませんでしたので、臨時総

会を７月１０日に開催しまして、一部反対もあったかもしれませんが賛成多数で合併するとい

うことで了解を得たわけでございます。 

 その後８月３０日に両観光協会の正副会長にお集まりいただきまして、推進協議会を立ち上

げるための方法等を検討してまいりました。その間、烏山の観光協会におきましては、副組合

長辞任などがありまして、現在の状況は両方の正副組合長、会長がお集まりいただきまして、

合併推進協議会設立のための会議を来週中に開催するということで、意見を見ているわけでご

ざいます。 

 そういう中にありまして、現在、烏山の山あげ会館と龍門ふるさと民芸館は烏山観光協会が

管理している関係上、今回提出されましたので、点数等あるいは申請の金額等、それらを勘案

した結果、先ほど副市長が申し上げましたとおり決定したわけでございます。 

 それから、もう一つ委託金はどのくらいで委託しているのかという話が出ましたが、申し上

げたほうがよろしい。（「そういうのは全然わからないんです、我々。紙きれ１枚ずつしか来

ていませんからね。資料を出してくださいというんです」と呼ぶ者あり） 

○議長（小森幸雄君）  経済環境部長、答弁を続けてください。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  委託金を申し上げたいと思いますのでよろしいですか。資

料については質問にお答えするということでかえさせていただきたいと思います。委託金よろ

しゅうございますか。まず最初の公募しなかった３つは委託料を出しておりませんので５つで

すね。 

 まず１の市民ふれあい農園・ふれあい交流体験館、これは平成１９年現在の委託金は４９５

万円、今回申請がありましたのが５４０万円、したがいまして、プラス４５万円でございます。 

 次の自然休養村センター他４施設でございますが、これは平成１９年、１００万円を逆に納

入していただいておりまして、平成２０年の申請も１００万円を納入していただくということ
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でございます。 

 山あげ会館でございまして、平成１９年、１,１５０万円、確定の数字ではございませんが

申請ということで、平成２０年は８５６万円。２９４万円の減でございます。 

 龍門ふるさと民芸館、平成１９年、５３０万５,０００円。平成２０年、３４９万２,０００

円。１８１万３,０００円の減。 

 観光物産センター、平成１９年、６５１万６,０００円、平成２０年、７７５万円。プラス

１２３万４,０００円でございます。 

 したがいまして、今申し上げた平成１９年の合計は２,８２７万１,０００円。平成２０年の

申請の数字でございます。２,５２０万２,０００円でございます。マイナス３０６万９,０００

円でございます。 

 以上が委託予定の現在の数字でございます。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  今、経済環境部長のほうから今回の指定管理料関係の答えがさ

れたと思っております。松本議員も既に仕様書等を見ていただいてご理解いただいていると思

いますけれども、この管理料関係等については仕様書の中にも予算の範囲内においてという言

葉を使ってございます。当然、今回指定管理期間等については５年という契約になるわけでご

ざいますけれども、指定管理料関係等については毎年毎年受託業者と協議をしながら定めて予

算計上していくということになりますので、今の金額等については今回業者から提示された金

額ということでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  １番松本勝栄君。 

○１番（松本勝栄君）  お答えいただきましたんですが、この６施設については、本当にこ

の先５年間も預けるという意味では、常任委員会付託とか全員協議会でもうちょっと話しても

よかったのかなと私は思います。執行部側も相当の説明不足があると思います。答弁は結構で

すが、私はこのやり方については納得はいっていません、はっきり言いまして。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  指定期間等については原則論で申し上げておきたいというふう

に思っております。私どものほうの内規的な関係の取り扱いについてですけれども、公募によ

るものについては原則５年、公募によらない選定を行った者は原則３年というような考え方で

取り扱いをさせていただいております。当然、長く委託するというのも１つの方法論かもしれ

ませんけれども、やはりいろいろな問題点等があることもあり得るということから、そういう

基準年数で行わせていただいております。 
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 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  ７番佐藤昇市君。 

○７番（佐藤昇市君）  それでは３点ほどお聞きしたいと思います。 

 まず、指定管理者の選定ということでございまして、公募から指定管理者制度にしたという

ことでございまして、サービスとか経費の削減ということが主でございます。今、佐藤部長の

ほうからも平成１９年度の中身、今年度の中身を言われましたが、私はその中身のほかにこう

いう団体は補助をもらっていますね。ふれあい農園が４９５万円が５４０万円、４５万円ふえ

ている。あとは山あげ会館が８５６万円になって減ったというんですが、実際補助をもらって

いる団体であります。その中身ですね。委託されたとき、そして指定管理になったとき総体的

にこの会館で幾ら市は支出しているのか。まず１点、そこをお願いしたいと思います。 

 それがないと、最終的な本当に減額されているのかということが見えない。私はその指定管

理の値段だけでは減額になったのかわからないのではないのか。今、副市長の説明の中では、

評価点が高かった。もちろん評価点が高くなければここで１番に上がっていません。その次で

すね、人件費が削減されたと書いてあります。人件費というのは補助をもらっていればどこに

でもいけるんですね。このお金じゃないところからも。何人でどうなっているのか。その辺ま

で中身がわかれば選定をここで認定するのに非常にわかりやすいのではないかということは言

えると思います。 

 第２点目、物産センター、今までは南那須観光協会が指定されていたと思います。今回、合

同会社ということで金額がこれだけでも１２３万円高い。評価点が高いのはなぜ高かったのか。

また、人件費が削減されていたというんですが、ここは削減されていない。これはどういう意

味なのか。その説明をお願いしたい。 

 ３点目、烏山観光協会、南那須観光協会、松本議員のほうからも出ましたが、合併されてい

ないという中で、本当に合併できるのか。これは５年契約ですね、観光協会も。その間に合併

が万が一できたならば、５年契約の中の烏山観光協会の契約はどうなるのか。３点ほどお聞き

したいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  経済環境部長佐藤和夫君。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  まず第１点の質問でございますが、補助は幾ら出している

んだということだと思いますが、これは指定管理料でございますので、このとおりの金額を指

定管理料として平成１９年、平成２０年を申し上げましたですね。それを支出しているわけで

ございます。観光協会というのとまた別でございますので、指定管理料は先ほど申した金額で

ございます。 

 ただ、今、総務部長のほうから申し上げましたが、平成１９年の管理料よりもオーバーして
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いる部分があるわけでございますが、それはこれから１２月いっぱいぐらいかけまして協定書

を結ぶわけでございますので、そういう中で今の管理料と大体追いつくぐらいに何とか減額を

していきたいと考えておりますので、オーバーしている部分については今よりも幾分低くなる。

そんな考えでいるわけでございます。補助団体等幾ら出資しているというのは２つ一緒にお答

えしましたが、ご了解いただきたいと思います。 

 観光協会が合併できるのかということでございますが、今、お互いに推進協議会をつくりま

して答申が出たのはことしの４月でございまして、それらをもとにして合併に対する正副会長

会議を開いているわけでございますが、それが来週中あたりに開催したい。それを開催して、

お互いの合併の推進協議会を設立するということで、できれば目標は私から申し上げるのもち

ょっとあれかもしれませんが、今年度中あたりに合併ができれば大変ありがたいと思っており

まして、そういう方向でぜひ進んでまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  ７番佐藤昇市君。 

○７番（佐藤昇市君）  今、説明を受けましたが、一番の指定管理者の削減ということでご

ざいますので、高いものを低くするのではなくて、指定管理者の値段ですね。維持管理費をき

ちんと選定して、契約時に決めるのではなくてこの選定の時期でそういうものは前もってきち

んとやるべきだと私は思います。ぜひ、指定管理者を選定する意味をもう一度理解してもらい

たい。そうでないと何ぼお金があっても指定管理者にしてもしかたない、ただ維持管理してい

るのと同じですから、それはお願いしたいと思います。 

 観光協会の合併は私らがどうのこうの言うことではございませんが、やはり観光協会という

のは市の顔でもあります。そして、お互いが１つの市の中で２つがあるということは非常に好

ましくない。お互いに指定管理者、南那須のほうは抜けちゃったんですが、そういう点も踏ま

えて整合性を持った、行政もしっかりとして指導してもらいたい。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  経済環境部長佐藤和夫君。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  今、申し上げました指定管理料のふえた部分のことを申し

上げていると思いますが、ふえた部分についてはふえている部分、低くなっている部分はおお

むねそのままのところで契約するわけでございますが、きょう決定いただければ、すぐに決定

された指定管理者の方と協議をしまして、なるべく平成１９年の管理料に追いつくぐらいの金

額で協議したいと考えておりますので、先ほど申し上げました数字ですね、プラスが２施設ほ

どあるわけでございますが、それらについては極力現在の数字に合わせていきたいと考えてお

ります。 
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 それからもう一つ、合併の件でございますが、合併につきましては来週、正副会長会議を開

催しまして、合併推進協議会を立ち上げる段取りでございますので、ぜひそういう方向で年度

末ぐらいを目標に努力していきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  ７番佐藤昇市君。 

○７番（佐藤昇市君）  わかりました。指定管理の４区分、１６項目の選定基準ですね。中

身はまずいものは聞く必要もないんですが、こういうもので選定しましたよという項目ぐらい

はお示しをいただければ、今後ありがたいなと思います。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  この選定基準評価というのを今用意いたしてありますので、時

間が許されれば配付申し上げたいと思っております。 

○議長（小森幸雄君）  休憩いたします。 

休憩 午後 ２時４４分 

 

再開 午後 ２時５２分 

○議長（小森幸雄君）  再開します。 

 ８番佐藤雄次郎君。 

○８番（佐藤雄次郎君）  まず副市長、体調も回復されたようでおめでとうございます。 

 まず、本来選定指定管理者は当初でき上がったときからの趣旨を皆さんよくご存じなので、

それはいいと思いますが、こういう資料を総務部長、最初に質問に忚じてというけれども、こ

ういうものは最初から出せばいいんですよ。そうすればスムーズに行くんだし、第１回のとき

などは、多分こういう資料じゃなくても丁寧に出されたと思います。そういうことを含めて今

後ともそのように対忚していただきたいとまず思います。 

 審査については、先ほど副市長の答弁でわかりましたが、審査員が何人で実際これにあたっ

たのは何人なのか。それだけをお聞きいたします。 

○議長（小森幸雄君）  副市長山口孝夫君。 

○副市長（山口孝夫君）  ただいまのご質問でございますが、選考委員会のメンバーは全部

で７名でございます。私、収入役、４部長と教育次長と全部で７名でございますが、プロポー

ザルの審査にあたりましたのは３名と、仕事の関係で１名がプラスになったときもありました

けれども、３名と４名でやりましたが、あとの職員は当初は予定どおり行く予定でございまし

たけれども、いろいろその後公務が重なりまして、いろいろ調整をした結果、最終的にはそう

いったような形で３名ということになりました。一部４名のところもあります。 
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 時間の調整がついた方には途中からでも出席してもらいまして、プロポーザルを受けてもら

いましたので、そんなことになりますが、最終的に決定したのは翌日でございます。これはあ

くまでもプロポーザルはご意見を聞くということで、そこで判断するわけではないんですね。

実際はやはり全部委員がそろったところでできるのが理想でございますが、当初はそういう予

定でおりましたけれども、先ほど申し上げましたような理由で公務が重なったということで数

は減りましたけれども、したがって翌日に再度４回目の、先ほどもちょっと補足説明で申し上

げましたけれども、４回目の指定管理者選定委員会を開催いたしまして、そこでは全員が出席

をしていただきました。それでプロポーザルの結果も踏まえて、いろいろと協議検討をいたし

まして、延々４時間ぐらいやったと思いますが、そのような結果を経てこのような業者が選定

されたという経過でございますので、プロポーザルは出席者は尐なかったんですけれども、最

終的には全委員が出席をした中で決定をいたしましたので、よろしくお願いします。 

○議長（小森幸雄君）  ８番佐藤雄次郎君。 

○８番（佐藤雄次郎君）  それはわかったけれども、こういう重要なものはほかの業務とか

何とかではなくて、全員が集まってやるべきだということをひとつお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  副市長山口孝夫君。 

○副市長（山口孝夫君）  今のご指摘はもっともだと思います。今後につきましてはやはり

日程調整をもっとしっかりやって、全員参加でできるような体制をとりたいと思っております

ので、よろしくお願いします。 

○議長（小森幸雄君）  １３番平山 進君。 

○１３番（平山 進君）  １点です。私は９月の定例議会で一般質問を入れてＪＲの大金駅

から公衆トイレがなくなってしまったということをお話ししたと思うんです。そのとき、市長

の答弁は、駅前の物産センターは６時までだということで、延長時間を２階でやっています食

品メーカーと相談をして使用時間を延長したいというような話をされたと思っているんですが、

そういった選定云々も必要ですが、何はともあれ、やはり地域住民の方のサービスというもの

が引き継がれているのか。そういうようなものがそういうような話の中に出てくるのか。やは

り必要ではないか。 

 確かに選定の基準というようなものは当然人が書いているわけですね。判定するのも人です。

プラスに見るかマイナスに見るかで議論は出ると思います。だれもが納得できるものではない

と思うんですよ。でも、尐なくとも地域住民の方にサービスを提供するというものの施設が大

半だと思うんです。そういった尺度を重視してもらうということも必要だと思うんです。 

 そういった面を今回、物産センターが管理者が変わるわけですね。その辺のところのおさえ
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はどうしているのか、聞かせてほしいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  副市長山口孝夫君。 

○副市長（山口孝夫君）  物産センターの開館時間は今回の仕様書では現在と同じ内容にな

っております。したがって、そのような内容で指定管理をするということになりますが、今後

まちづくり合同会社もかなり熱意がある団体でございますので、いろいろと協議をした中で場

合によっては、利用時間の延長も受けてもらえるかなと思っておりますので、その辺は今後の

交渉次第だと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（小森幸雄君）  １３番平山 進君。 

○１３番（平山 進君）  １日の点火式のときにも市長があいさつしたと思うんですね。２２

万個でしたか、イルミネーションの点滅があり、これにちなんで来客を２３万人呼びたいとい

うような呼びかけをしていたと思うんですが、やはり人を集めるということはそれなりの準備

というものが必要だと思うんです。そういうようなものを９月の定例議会のときには公衆トイ

レは考えていない。かわりに物産センターのトイレを使用するようにするというふうに答弁し

ているわけですから、もっと前向きな住民サービスというものも頭に入れてほしいということ

を忘れないでほしいと思います。 

 終わります。 

○議長（小森幸雄君）  休憩いたします。 

休憩 午後 ３時００分 

 

再開 午後 ３時１３分 

○議長（小森幸雄君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  指定管理の選定なんですが、同僚議員の質疑の中でおぼろげなが

ら出てきたんですけれども、指定管理者に委託をするというのは、条例にもありますように今

まで行政本来が行っていた、あるいは行政の施設そのものを指定管理者に委託をすることによ

って、今までよりもサービスは維持向上する。そして経費は削減、行政負担は削減するという

ことが最大の目的だったわけですよね。 

 ところが、先ほどの公募施設について委託金が出ましたが、市民ふれあい農園・ふれあい交

流館につきましては４９万円、それと観光物産センターについては１２３万円ふえている。こ

れは委託金をこれだけふやすのには今までと違う別な業務を頼むというような、市民から見て

合理的な理由が何かあったんでしょうか。それとも、今までと同じようなサービス事業を行っ

てもらうということでは、この指定管理の公募をして選定する意味がなくなってしまいますよ
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ね。そこら辺はどうなんでしょうか。指定管理にする目的に沿っているのかどうか。 

 もし、今までと同じような業務あるいはサービス事業を委託するということであれば、委託

金を下げてもらう。もし下げてもらえなければこの選定は不調にする。これが常識だと思うん

ですが、どうなんでしょう。ご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  経済環境部長佐藤和夫君。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  まず質問の中で市民ふれあい農園でございますが、これは

平成１７年度においては５８０万円のマイナスが出たわけでございまして、前年は４９５万円

でございますが、こういう中で一部公社がその分を立てかえている部分がありますので、今回、

５４０万円という数字が出てきたわけでございますが、経営はおおむね同じでございますが、

努力をしていただいてなるべく赤を尐ないようにもっていきたいわけでございますので、それ

らをきょう、議決をいただけば、農業公社のほうと十分協議をしまして、なるべく今年度の指

定４９５万円に近い数字にもっていきたいと考えております。 

 それから、物産センターにつきましては、まちづくり合同会社で幾つかの提案があったわけ

でございますが、そういう中で例えば物産品の展示の販売とか、そういう中で特産品の品ぞろ

えの充実とか、商品管理等特産品の掘り起こしとか、新商品の開発とか、本市のＰＲとか、交

流人口の増加とか、ＪＲ烏山線沿線との連携とか、今までも南那須の観光協会で十分やってい

る部分もあるわけでございますが、そういう中でまず市の玄関として大金駅前のユニークな建

物を生かすとか、そういうアイデアも出てきておりまして、１２３万円の増額になっているわ

けでございますが、これらにつきましても現在の指定管理者では６５１万６,０００円で管理

できておりますので、これからまちづくり合同会社と十分協議をいたしまして、なるべくその

数字に近づけるあるいはその数字と同じような金額にする。そういうふうな努力をこれから

１２月、決裁をいただいてしたいと思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  ではその５４６万円とか、委託金７７５万円というのは、これは

どういうところから出た数字なんですかね。今の失礼ながら、請け負っている指定管理者が来

年度の予算見積もりみたいな感じで出してきた数字という考え方でいいんですか。実際の数字

についてはこれからの協議の中で圧縮をして、平成１９年度の実績に近くしていきたいという

ことなんだけれども、例えば農業公社にしても、もっと抜本的な経営改革というか、本当の農

業公社にふさわしいような受委託事業とか、単にやっていますではなくて、本当に都市と農村

の交流にふさわしいような拠点としての事業形態というような企画をしてもらわないと、単に

同じ業者に委託しましたみたいなのでは我々、市民に説明つかないですよ。 
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 しかも、選定し直したら高くなっちゃったというのでは、説明にならないでしょう。だから、

そういう意味で、後の観光物産センターについては今までプラス新しい事業の企画というのも

あるということですが、その辺、本当に投資をしてもこれまで以上に目的達成というか、サー

ビスの維持向上に市民のために役立つというのであれば、それは多尐の経費投入はやむを得な

いというふうに思うんですが、事業は今までと同じかそれ以下、それで経費だけが上がるとい

うのでは、市民に説明がつきませんので、その辺の抜本的な経営改革、その辺をどういうふう

に考えているのか。もう一度ご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  経済環境部長佐藤和夫君。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  市民ふれあい農園につきましては、今までよりも都市住民

に憩いとやすらぎの場を提供するとともに、団塊の世代の交流の場としながら農村生活の理解

と就業意欲の向上に寄与するよう活用するというのと、観光いちご園については市の観光に寄

与しながら都市、農村の架け橋として発展させていく。ぱん工房については地元産にこだわっ

た商品づくりを基本に製造販売を行う。そういうのを掲げて特に今回出てきているのは、団塊

の世代の方々の交流の場として活動してもらう。そういうのが出てきまして、なるべく赤を減

らすように努力をするということでございますが、昨年よりも４５万円ふえているわけでござ

いますが、これらにつきましてもこれからの農業公社と十分内容を詰めて、なるべく現状に同

じような金額になるように努力をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  そうじゃないんですよ。要するに本当に農業公社としての仕事を

もっと２倍も３倍も５倍もやってもらわないと、市の農業を守れないと私は思っているんです

が、それにふさわしいような取り組みをするというふうになっているのか。ただ、今までの延

長線でやりますよと。赤字が出たら行政におんぶにだっこですよ。これでは市の農業公社とし

ての事業としてどうなのかな。ここを私は問うているわけで、ぱん工房とかいろいろやってい

ますが、いかに赤字が出たってみんな行政負担では、何の危機感も持たないでしょう。 

 多尐去年と同じか幾らか下げてなんて言われて、じゃあ幾らか圧縮するかでおしまいになっ

ちゃうよね。それは経営とは言わないですよね。なるべく独立採算で自分で利益を上げていく

ということで、しかも目的を達成していくということを前提に考えていただかないと。 

 それと農業公社については独自な仕事がございますから、やはりある程度の経費をかけても

市の農業を特に中山間地の農業を、一般質問でやりますが、守る大きな役割がありますので、

そういう意味では本格的に市独自の経費をかけてもやらなくてはならない事業があると思うん

ですが、それとあれとこれを一緒にごちゃごちゃにしては市民に説明がつかないですよと。 
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 本当に市の農業を守るためには、本格的な支援は必要だと思いますが、ある程度の単なるあ

そこにいる人たちの手間のためにあそこを運営しているんだということであれば、それは税金

投入でどんなに赤字が出ても賄いますよという考え方は今は通用しないのではないかというこ

とを申し添えまして、私の質問を終わりたいと思います。答弁は結構です。 

○議長（小森幸雄君）  １７番中山亓男君。 

○１７番（中山五男君）  ３点についてお伺いします。 

 既に質問した議員と重複する部分があるかもしれません。まず烏山観光協会の件なんですが、

先ほどの話を聞きますと副会長２名が辞職しているということなんですが、これは何か協会内

部が相当混乱しているのではないかというふうに予測されます。そういった混乱している烏山

の観光協会を指定して不安はないのか、再度お伺いします。これが１点。 

 ２点目は、やはり観光協会の件なんですが、近々これは合併できると思います、先ほどの話

をお伺いしますと。すると合併すれば新しい役員によってさらに経費節減が図られるのではな

いかというような気がするんですよ。そうなった場合、今回の受けた委託料的なもので、これ

から５年間続けていいものかどうか、私はここにも１つ疑問点があるんですが、この点どう考

えているのか。 

 それにもう１点、これはもう今も平塚議員からも質問がありましたふれあい農園の件です。

あそこはまちの外郭団体のようになっていまして、今回の指定管理者としても５４６万円、支

出しますね。あそこは尐々複雑でして、一般会計からも充当する。また、農業公社の補助金の

一部も食っているということで、どうも我々議会議員もこの目に見えない部分がありまして、

私たちも常に疑問を持っているわけです。 

 これまでの決算状況を見ますと、例えばぱん工房も売上金全額が人件費に充当すればあと残

りはない。パン粉も買えない状態ですよね。いちご園についても売上金は全部人件費に充当し

ますと残りません。暖房費も肥料も買えません。そんな状況で、今後ずっと続けていいものか。

この投資対効果というのに私はこれらかも疑問を持っているわけなんですが、この辺について

も再度ご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  経済環境部長佐藤和夫君。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  まず烏山観光協会の副会長の辞職でございまして、これら

にあわせましてどうなんだということでございますが、実際に副会長が辞職したのは８月３１

日付というふうに伺っておりますが、これにつきましては合併の烏山観光協会のほうの取り上

げ方が幾分問題になったそうでございまして、これは現在の状況は副会長であって理事の職は

まだ続けているわけでございまして、副会長に戻るように説得をしている状況だというふうに

伺っておりまして、まだその態度が明確ではない。 
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 そのままやっていけるのかどうかということでございますが、これらにつきましては山あげ

会館、龍門ふるさと民芸館の管理につきましては会長を中心に事務屋と管理しているわけでご

ざいますので、今、大きな問題と申しますか大きな苦情と申しますか、そういうのは出ており

ませんので、何とかやっていけるのかなという状況でございます。 

 また、合併すれば経費の節減になっていくかということでございますが、合併すれば経費の

節減につながっていけるのかなと思っておりまして、逆に指定管理料は都合により次年度また

変更することができるわけでございますので、なるべく経費を節減しまして、経費の節減に努

力していこうと考えております。 

 ふれあい農園につきましては、平成１８年の決算は特に９月の定例会で決算の報告があった

かと思いますが、これらにつきましては収入、支出の差が５８０万９５１円が赤字だというこ

とになっているわけでございまして、これらを今回解消するために指定管理者で公募したわけ

でございますが、手を挙げていただいたのがふれあい農園と農業公社ともう１社でございます

が、金額的に非常に差がありまして、農業公社のほうへお願いするということでございます。 

 農業公社におきましては、先ほど平塚議員からも質問があったわけでございますが、特にこ

の部分が問題になっているんですね。空中散布とかそういうのが経営状況は良好なわけでござ

いますが、特にいちご園とかぱん工房とか、それから農園の管理部門、それらが足を引っ張る

と申しますか、幾分そういうマイナスが出てきているわけでございますので、これらはなかな

かいい打ち手がないんですね。こうやればどうだというのがなくて悩んでいるわけでございま

して、特に次年度は先ほどちょっと申しましたが、団塊の世代の方々が６０歳で定年を迎える

わけでございますので、そういう方に何とかイチゴづくりなどを手伝ってもらって、なるべく

赤を解消するように努力をしていかなければならない。そんなふうに考えておりますので、ひ

とつご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  先ほど観光協会の合併をすれば経費の削減につながるのかとい

うご質問がされまして、経済環境部長のほうから削減になるというご答弁をしたと思います。

この基本的な考え方については指定管理料そのものについては、直接的には削減はされないだ

ろうというふうに思います。削減をされるという想定については、現在、観光業務については

補助金ということで市から支出をいたしております。そういうことから合併をされた場合につ

いては、観光協会の補助金の削減にはつながるというふうにご理解をいただきたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  経済環境部長佐藤和夫君。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  ただいまの答弁で、観光協会の副会長が辞職と申しました
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が、辞職願いは出ているわけでございますが、観光協会の理事会におきましてはそれを預かり

ということで承諾はしていない。説得をしているという状況でございますので訂正をさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

○議長（小森幸雄君）  １７番中山亓男君。 

○１７番（中山五男君）  答弁は極めて不満の残るところではありますが、以上とします。 

○議長（小森幸雄君）  １８番樋山隆四郎君。 

○１８番（樋山隆四郎君）  この指定管理者に関して非常にいろいろな異論が出ているわけ

でありますが、出た中で指定管理者の目的といって経費の削減といって、今までの説明を聞い

ていますと、まず一番大切なのが説明する前に佐藤雄次郎議員も言っていますが、この前の指

定管理者の場合にはプロポーザル方式の提案企画というものを全部配付してあったんですよ、

全員協議会でも。農業公社がどうだ、観光協会がどうだといった場合にはこういう提案をしま

したということを我々は資料として持っていたんですよ。今、資料は何もないですよ。代表者

がどうだ、何点でどこが受けたとか、これでは判断のしようがない。ほかの団体はどういうふ

うな提案をしたのか。何でここに落ちたのか。それが資料がないので、ここで審議しろと言っ

てもできないでしょう。 

 １つ１つ聞いていたら私なんか１時間、２時間あったって足りないよ、その説明。資料を持

ってこなければだめだとさっきこの資料を提出しろと言ったけれども、プロポーザルというの

なら提案もあった、企画もあったはずでしょう。なかったんですか。ただ、口頭の説明ですか。

代表者はだれ、資本金が幾らで私はこの施設をこういうふうに利用して、市の財政削減に寄与

したい。何千万、何百万という投入金を私は要りません。しかし、そのかわり私はこの施設を

借りるのに幾らで借りますよと、そういうことですから、指定管理者というのは。 

 今ある指定管理者の去年、おととしの前の、神明商事にしたって今のやまびこの湯にしたっ

て、これはちゃんと指定で契約して金を払っているんですよ、ただじゃないんですよ。そうい

うふうにやっていて、今度の場合には何一つ、最初の３つはやむを得ないですよ。なぜかとい

うと、自分たちで建設費用を出したとか、こういう問題でここから管理を、あなた幾らだから

金出せと、これは言えないのは当たり前です。 

 しかし、それ以降の問題、物産センターまでに関しては、これは指定管理者として本気にな

って受けるのならば、補助金だとか、今までのものは要りません。しかし、我々はその施設を

利用して、そして新しい事業を展開して銭をもうけます。これが普通でしょう。だから、新し

い事業を展開してもうけたものは自分たちで取っていいですよとなっているんだから、これは。

市に寄付しなさいとなっていないんですよ。利益は自分たちで確保していいです。アイデアを

出して何しようが構わない。しかし、そのために銭をふやしてくれなんてとんでもない要求で
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す。新商品を開発してアイデア出すんだから、市から金出している。あなたたちが何をやって

もいいけど、そこで稼いだ金は自分らのものでいいですよ。だから、そのかわり施設に賃貸契

約書をつくって幾ら払いなさい。それで初めて経費の節減でしょう。 

 ところが、今、山あげ会館にしてもできないというのなら、施設に関して３年間に運営費補

助金は一切ストップする。それは段階的にやってくださいよ。これを協定書の中に結ばなけれ

ば意味がないというんです。５年間契約でしょう。これは本当は３年間でいいんですからね。 

 前は３年間のものを１年半だから今までやっているところにやりましょうということで、観

光協会とかいろいろなところにやらせた。指定管理者にするか直営にするしかないんですよ。

自治省がそう言っているんですよ。あなたたちは委託なんかするんじゃないよと。どっちかに

しなさい。だからこういう制度ができているんです。これは自治省の通達がおそらくあるはず

ですよ。だからやったのに、自治省がやったということはどういうことかというと、各地方自

治体が独立しなさい。そんな余分なものを持っているんじゃない。みんな切り離しなさいとい

うところから来ているんだから、それにあったなら３年以内に補助金だとか、運営資金だとか

はゼロにするということをこの協定書の中でしっかり明記しなければだめだ。 

 それでなければ、私は各プロポーザル方式をやった各社が出ていないものをここで審議しろ

と言ったって、審議できない。材料がないんだから審議のしようがないでしょう。それだった

ら、１つ１つ聞いていくけれども、そんなことをやっていたら私も議運の委員長ですから、一

忚はね、皆さんにご迷惑をかけるわけにいきませんから、こういうことでありますが、協定書

の中にしっかりしたそういうものを明記するのかどうか。それをはっきりしてください。 

○議長（小森幸雄君）  経済環境部長佐藤和夫君。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  これから、きょう議決をいただいた指定管理者の方と協議

を重ねてまいりまして、特に平成１９年よりも指定管理料が上回っている方につきましては、

それになるべく近づく数字に努力をいたしまして、細かい部分の協定をこれから結ぶというこ

とでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  １８番樋山隆四郎君。 

○１８番（樋山隆四郎君）  近づくんじゃないんです。下げるんです。近づけるというのは

何十万か何百万かそれをちょっとでも下げれば、もともとの基準が違うんだから。今まである

よりふえるということはおかしいんだ。どんなアイデアでどんな商品開発をして、幾ら売って、

幾らもうけたってそれはその人たちのもうけになるんだ。それはそれで自分たちで精算しなく

ちゃ。それが指定管理者の制度でしょう。そのかわり自由にやらせる。そのときに多尐下げま

すなんていうので、まず今までの補助金、運営費から２割でも３割でも下げる。ここだってち



平成19年第５回定例会 第１日 

－71－ 

ゃんと下げているじゃないですか。そうでしょう。だって温泉なんか１００万円もくれている

んだよ。こういうふうにさせるのなら、最初からあめ玉しゃぶらせたのではだめですよ。厳し

いところをぶっこんでおかなくちゃ。そうでなくちゃいつまでたったって銭くれ銭くれだ。こ

んなことやっていたのでは指定管理者の意味も何もない。それだったら直営のほうがいい。 

 だからそういうことで、私はどんなことがあってもこれはもう２割、３割カット、これを協

定書に明記することが確約できるのかどうか。 

○議長（小森幸雄君）  経済環境部長佐藤和夫君。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  樋山議員おっしゃるとおりでございますので、私のほうで

も今月中に協議をいたしまして、下げるように努力をしたいと思いますのでご理解いただきた

いと思います。 

○議長（小森幸雄君）  １８番樋山隆四郎君。 

○１８番（樋山隆四郎君）  これで最後だから心配するな。あまり努力するとかそういうの

は言葉はいいけれども、だめなんですよ。おれはやる、だめだ。部長だから権限があるんだか

ら、そのぐらいのことをやっていいんですよ。がたがた言われたら、はいそっち、はいこっち

なんて言ったらだめだ。これは市の方針として当然のものだ。だからここまでのものはやると

いうぐらいの決意を持ってやらなければ。決意だったら決意が足りなくてもいいんだから、そ

れは何とかなる。努力するじゃだめ。そういうことですからひとつよろしくお願いします。 

○議長（小森幸雄君）  ３番久保居光一郎君。 

○３番（久保居光一郎君）  先ほどから同僚議員が質問をしております。今回の指定管理、

まさにプロポーザル方式で公募をしているわけですね。先ほどから経費の削減については説明

がなされているんですが、このプロポーザルの内容について、これはそれぞれの団体の企画、

提案があったのかと思います。その辺の部分が全く見えていない。これは今、樋山議員、それ

から前段の松本議員、そのほかの議員のほうからも質問があったかと思うんですが、この内容

についてぜひ資料をいただきたい。でないと、私は賛成するにしろ反対するにしろ、判断する

材料がないということでございます。 

 ただ、経費が安ければいいんですか。やはりプロポーザルというのはどういう意味なんです

か。企画提案ということでしょう。その提案のいろいろな内容も我々も採決する上において判

断材料としていただきたいというふうに思っているところであります。 

 以上。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  プロポーザル選定における企画案等については、簡単にまとめ

たもの等がありますので、これについては議員に配付したいと思います。 
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○議長（小森幸雄君）  休憩いたします。 

休憩 午後 ３時４３分 

 

再開 午後 ３時５２分 

○議長（小森幸雄君）  再開いたします。 

 １８番樋山隆四郎君。 

○１８番（樋山隆四郎君）  議案第２３号でありますが、いろいろな意見が出てなかなかき

ょう上程採決というところまでもっていけるかどうか非常に疑問であって、まだ質疑が続いて

おりますから、これは一度議運のほうでこの第２３号議案をどういうふうにするのか。そして、

これを採決するのかといった場合に、きょう上程したからいいというのではなくて、どこかの

委員会に付託する。そして所管の委員会で煮詰める。そしてもう１回、委員長報告をして採決

をする。そのほうがむしろこの第２３号議案に関しては（「全体だ、全部」と呼ぶ者あり）議

案に関しては審議を尽くすというのが、この議会としての使命であると思いますので、私は採

決ではなくて委員会に付託をするのがいいのではないかという動議であります。 

○議長（小森幸雄君）  休憩いたします。 

休憩 午後 ３時５３分 

 

再開 午後 ３時５５分 

○議長（小森幸雄君）  再開いたします。質疑を続行いたします。 

 ２０番髙田悦男君。 

○２０番（髙田悦男君）  ただいま上程中の指定管理者に関する５議案について質疑を行い

たいと思います。 

 １点だけ確認をする質問でお伺いいたします。まず、複数で公募がありました５議案でござ

いますが、この指定管理者になった事業者が直営でやる場合、あるいはいわゆる丸投げをする

場合、この２つが考えられるんですが、協定の項目にそれらが入るのかどうか。必ず直営でや

りなさいという項目が入るかどうか担保条件としてお聞きしたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  この指定管理者はすべて受けたところがやるというのが基本に

なっております。しかし、特殊的なものがある場合等については、一部委託というものも可能

だろうというふうには思いますけれども、受けたところが直接やるというのが基本というふう

に考えていただきたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  ２０番髙田悦男君。 
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○２０番（髙田悦男君）  そうしますと一部というのは、総事業量の何％ぐらいを指すのか。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  それについては数字ではちょっと言えないと思いますので、ケ

ース・バイ・ケースで判断せざるを得ないのかなというふうに思っております。 

○２０番（髙田悦男君）  了解。 

○議長（小森幸雄君）  ほかに質疑はありませんか。なければ、議会運営委員会を開いてい

ただきたいと思います。 

 休憩します。 

休憩 午後 ３時５７分 

 

再開 午後 ４時１０分 

○議長（小森幸雄君）  会議を再開いたします。 

 議会運営委員会の委員長から報告いたさせます。 

 議会運営委員長樋山隆四郎君。 

○議会運営委員長（樋山隆四郎君）  今、議会運営委員会を開催いたしまして、一括議題と

なっている問題に関して討議をいたしました。その内容に関しましては事務局のほうから発表

をお願いいたします。 

○事務局長（田中順一君）  それでは私のほうから会議の結果をお知らせいたします。 

 今、第１６号から第２３号まで一括上程になっております。それにつきまして第１６号、第

１７号、第１８号についての３議案につきましては本日採決をいたしたいと思います。議案第

１９号、議案第２０号、議案第２１号、議案第２２号、議案第２３号につきましては、それぞ

れ所管の常任委員会に付託をするということに議会運営委員会のほうで決まりましたので、ご

報告をいたします。 

 以上です。 

○議会運営委員長（樋山隆四郎君）  一忚今の報告のとおりでありますが、これは議長に今

度はお預けをして、皆さんの意見を聞いていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○議長（小森幸雄君）  ただいま議会運営委員会の委員長並びに局長から報告があったとお

り、議事を進めたいと思いますが、それでよろしいですか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしでございますので、そのようにさせていただきます。 

 質疑がないようですので、これで質疑を打ち切ることにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより議案第１６号から議案第１８号までの３議案について討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。日程第１１ 議案第１６号について、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１６号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、日程第１２ 議案第１７号について、原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１７号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、日程第１３ 議案第１８号について、原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１８号については、原案のとおり可決いたしました。 

 お諮りいたします。ただいま上程中の議案第１９号、議案第２０号、議案第２１号、議案第

２２号及び議案第２３号については、所管の常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１９号から議案第２３号については、経済建設常任委員会に付託いたしま

す。 
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     ◎日程第１９ 議案第２４号 平成１９年度農地農業用施設災害復旧事業の施行に 

                   ついて 

 

○議長（小森幸雄君）  日程第１９ 議案第２４号 平成１９年度農地農業用施設災害復旧

事業の施行についてを議題といたします。 

 本案についての提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま上程となりました議案第２４号につきまして、提案理由の

説明を申し上げます。 

 本案は、９月６日から７日発生いたしました台風９号により被災を受けた高瀬地内における

農地農業用施設の災害復旧事業、具体的には農地法面の崩落復旧工事１件であります。国庫補

助事業として申請をいたしましたところ、１１月１２日災害査定官の査定の結果、総額１２７

万５,０００円が適当と認められましたので、土地改良法第９６条の４において準用する同法

第４９条の規定により、市営事業として実施したいので、議会の議決を得たく提案を申し上げ

るわけであります。 

 詳細につきましては、経済環境部長に説明をさせますので、慎重審議をいただきまして可決、

ご決定賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  経済環境部長佐藤和夫君。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  命によりまして、補足説明を申し上げます。 

 さきの台風９号により災害の基準を超える時間雤量にして２４ミリの降雤がありました。こ

のため、高瀬地内におきまして高さ５メートル、幅９メートルにわたりまして農地の畦畔が崩

落いたしました。このため、このたび県の補助を受け、災害復旧事業を市営として実施するも

のでございます。 

 施工内容はフトン篭５段積み工とするものであります。よろしくお願いをいたしたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（小森幸雄君）  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることにご異議ありませんか。 



平成19年第５回定例会 第１日 

－76－ 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１９ 議案第２４号について、原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第２４号については、原案のとおり可決いたしました。 

                                    

     ◎日程第２０ 議案第２５号 財産の取得について 

 

○議長（小森幸雄君）  日程第２０ 議案第２５号 財産の取得についてを議題といたしま

す。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま上程となりました議案第２５号につきまして、提案理由の

説明を申し上げます。 

 本案、学校教育ネットワーク整備事業は、現在の学校情報機器の整備率の低さ、老朽化、学

校間格差、情報セキュリティの脆弱性、教職員の負担拡大といった諸問題の解決を図る事業で

あります。 

 本整備事業に伴いまして、学校の情報環境は飛躍的に向上し、学習の情報化、校務の情報化

が図られ、ひいては学力の向上をいざなうものと期待するものであります。 

 また、本事業は、総合計画に掲げました政策、学校教育の充実のために、社会の変化に対忚

した学校教育に取り組むものであり、教育・文化のまちを志向する本市にとっては重要な事業

と考えております。 
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 なお、本事業は平成１８年度３月補正予算で措置し、平成１９年度に明許繰越をしたもので

ございまして、サーバやコンピュータといった各種機器を購入する必要がありまして、財産の

取得についての議決を賜りたく、提案するものでございます。 

 詳細につきましては、教育次長に説明をさせます。何とぞ慎重審議をいただきまして可決、

ご決定賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  それでは議案第２５号 財産の取得について詳細説明を申し上

げます。 

 提案の主旨等につきましては市長提案のとおりでございます。本事業につきましては、平成

１８年度市町村合併推進体制整備事業といたしまして、国庫補助を受けまして平成１９年度明

許繰越により、仮称でございます学校教育ネットワーク整備事業として整備を図るものでござ

います。 

 今日までの経過といたしまして、本ネットワーク構築にあたり、児童生徒の学習情報化、教

職員の校務情報化等考え方を統一をするため、各学校教職員、市情報管理係、これは企画財政

課でございます、及び教育委員会事務局職員で組織をいたします学校情報機器更新検討委員会

によりまして導入の機器、セキュリティ対策、情報ソフトの検討等、さらには業者によります

説明会等を経まして、去る１１月２０日、６社による指名競争入札の結果、お手元の議案書の

とおり、取得価格９,８７０万円で日興通信株式会社宇都宮支店が落札、１１月２６日に仮契

約を締結をいたしたものでございます。つきましては、市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得または処分に関する条例の規定に基づき、ご提案をするものでございます。 

 仮称学校教育ネットワーク整備事業の概要につきまして、お手元に添付資料が配付されてい

ると思いますので、それらに沿って若干概要を説明させていただきます。 

 １番の取得の目的等につきましては、市長の提案理由、それと先ほど私が申し上げました説

明で理解されたというふうに思いますので、省略をさせていただきます。 

 ２の取得の概要に入ります。物品名につきましては平成１９年度仮称学校教育ネットワーク

整備事業にかかわる物品（備品 電算システム類）一式ということになります。 

 ２番の納入場所等につきましては、市の教育委員会事務局及び各小中学校ということになり

ます。 

 ３番以降６番までにつきましては先ほど説明をいたしましたので、省略させていただきます。 

 ７番の物品の概要でございます。センター設置という項目につきましては、それぞれ裏面の

中ほどまでにあると思いますが、それにつきましては教育委員会事務局に設置をされるもので

ございまして、サーバ類等でございます。 
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 学校教育機器等につきましては、各学校に設置をされます裏面の学校設置ゲートウェイ機器

一式以下等につきましては、学校に設置をされるものでございまして、新規クライアントにつ

きましてはパソコンでございます。新しいパソコンを４８１台整備をいたしまして、これにつ

きましては、現在使用しているのがすべての学校で３２０台ほどでございます。今回４８１台、

それとこの３２０台のうち、今後のパソコン事業あるいは公務用で使用いたしますのが１９１

台ということで、平成２０年４月には６７２台の整備を学校と教育委員会も若干入りますが、

整備をしていくというのが主な内容になります。 

 なお、今回、国の整備目標といたしましては、授業用につきまして１台で３.６人というよ

うな数値的なものも上がってきておりますが、今回、市のほうで整備をいたしますと、市の情

報を若干上回りまして３.５４人に１台というような整備になるかと思います。 

 ただし、大規模校、烏山小学校、荒川小学校、烏山中学校につきましては、５人に１台程度

の整備充足率になります。あくまでも、授業で使いますものですから、１学級当たりの児童数

に換算したもので今回整備を図っていきたいというような内容になるものでございます。 

 構成イメージが裏面の下のほうについていると思います。左側の四角の部分が現在烏山庁舎

等に整備をされている情報ネットワークでございまして、右側の上が南那須庁舎、当然ご存じ

のように南那須庁舎、烏山庁舎は結ばれておりまして、今度は図書館あるいは公民館等も現在

結ばれておりますので、今回、学校関係もこの接続によって教育委員会と各学校の連絡事務と

いうものも可能になってくるというようなことでございまして、インターネットの利用関係、

市の財務会計システム、市の情報系関係、それらについても今度は各学校で接続されておりま

すので、情報が収集できるというような内容のものでございます。 

 なお、本整備にあたりまして、これは先ほど申し上げましたが、国庫補助事業で導入してご

ざいます。今回仮契約を提案させていただきましたが、今後やはり入札差金等が出ましたもの

ですからよかったんですが、小学生用の授業で使うソフト関係等も今後変更という形で半額と

いう形になろうかなというふうに思いますが、そういったものに今回整備をしていきたいとい

うふうなことで、現在考えているところでございます。 

 以上で、今度の財産取得に関しましての概要説明について終わらせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○議長（小森幸雄君）  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  議案第２５号なんですが、物品の取得についてということなんで

すが、これはリース対忚なのかどうか。 
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 もう一つは、そういう機械を入れても、前に教育関係で小学校、中学校を歩かせてもらった

んですが、授業での使用頻度も非常に尐ないし、そういう中ではこういうものを入れたときに、

これからの考え方としてそれなりの有効利用がどこまでできるのか。その点をお伺いいたしま

す。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  今回の備品購入費としまして４８１台新しく購入します。サー

バ等も新しく設置をするということでの内容になってございます。 

 パソコン機器、授業での充実関係でございまして、これは直ちにというわけにはいかないと

は思いますが、中学校では総合的な学習の時間、技術家庭の授業が充実する形になろうかと思

います。 

 学力向上の観点からさらに申し上げますと、算数におきます図形の関係、理科、社会あるい

は図表関係、絵を用いた授業で指導のほうもわかりやすい指導で理解が進むのかなというふう

に期待をされているところでございます。これはあくまでも機器とソフト関係も入るわけです

が、そういう内容で考えてございます。 

 現在のところは買い取りでございます。 

○議長（小森幸雄君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  買い取りだということなんですが、本来であれば今はこういう機

器については３年もたつと機械自体はもう値段がないような状態ですし、ソフトだけですね。

素人が使いやすければ使いやすいだけソフトは値段が高い。専門家が使うものは案外ソフトは

安くてもそれなりに使いこなせるということなので、そういう考え方が決まったのであればし

ようがないんですが、そういうことでできるのかなと思ったもので質問しました。 

 もう一つは、すばらしいものが入ったとしても、今どんどんどんどん時代は進化していきま

して、機械も新しくなって教える先生方がなかなかついていけない。場合によると、教えられ

なくて子供に質問されてもわからない場合もあるようであります。そういう中では、ぜひとも

今、教育次長が言われているような形であれば有効利用していただいて、尐しでも学校にいる

ときに尐なくても小学校、中学校のうちに使いこなせるぐらいの技術を身につけさせていただ

きたいというお願いをして質問を終わります。答弁もお願いいたします。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  リースの答弁だと思いますが、今回、合併推進補助金をいただ

くということで平成１８年度の繰越で予算措置をさせていただいた部分がございます。事業費

が１億２,０００万円で補助金が１億１,０００万円入るということで、先ほど入札の差金の話

も尐し含めて申し上げさせていただきましたが、今後議会に提案をいたしましたものですから、
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変更の部分も３月には出てくるというものを蛇足でありますが説明して申しわけございません。

そういうことでリースではありませんで、ご理解をいただければと思います。 

 教員の指導関係等につきましては、それなりの指導すべき媒体等の方もおりますので、そう

いう方を呼んで実際実践的なもので指導していきたいというふうに思っておりますので、どう

ぞよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  財産の取得でございますが、６社による指名競争入札ということ

で、ここに落ちたわけですけれども、この入札状況調書の中では９月、１０月しかございませ

んので、この契約につきましては予定価格が幾らだったのか、最終的に６社の入札価格は幾ら

だったのか、ご説明があればお願いしたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  １１月２０日に入札を実施をいたしました。予定価格１億９００

万円でございます。消費税抜きの金額で申し上げますと、日興通信が９,４００万円、富士通

ビジネスが９,５８０万円、東日本電信電話株式会社が１億６,４００万円、そのほか富士電機

ＩＴソリューション株式会社は辞退、富士ゼロックスも辞退、システム興産も辞退ということ

で、当日は３社が入札に参加をしたというふうにご理解いただければと思います。（「それで

９,４００万円で落札したの」と呼ぶ者あり）そうです。（「そうですね。プラス消費税とい

うことでこの金額」と呼ぶ者あり）はい。 

○１６番（平塚英教君）  わかりました。 

○議長（小森幸雄君）  １７番中山亓男君。 

○１７番（中山五男君）  今回の物品購入、これは市内の小中学生に対してこれほど１億円

の投資というのは今までに例がないのではないかと思います。そこで、次の７点について質問

いたします。 

 まず、使用する児童生徒というのは何年生以上が対象なのか。そして、その生徒数について

もお伺いします。 

 ２点目は、パソコン機器が整備された後、授業に使用する週当たりの時間、何時間ぐらいパ

ソコンを子供たちは操作するのか。 

 ３点目は、このパソコン類の耐用年数についてお伺いします。 

 ４点目は、先生は具体的にこのパソコン類をどのように活用され、授業効果が上がるのか。

先生のほうの授業効果ですね。取得目的の中に、これは子供たちのほうなんですが、ＩＴ活用

による学力向上と説明されておりますが、子供たちはいかなる科目の学力向上につながるのか。

先ほど次長は数学の図形等と言っていましたが、それだけなのかどうか。そして、次の全国学
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力テストの結果をこのＩＴ機器の導入によって間違いなく上がるとみなされているのか。１億

円ですからね。 

 それと、説明書きの中にも学校教育の情報化を推進するとありますが、それは開かれた学校

づくりのために学校が持つ情報を外に流すのか、それとも学校が情報を収集するためなのか。

どちらに使うのか、この点について。 

 最後にもう１点、ほかの市町村の事件の例なんですが、先生がテストの結果をパソコンに入

れて車の中に置いて盗難に遭ったというような例があります。本市の場合は先生方がこういっ

た生徒のデータの入ったものを持ち出すことを許可しているのかどうか。これについてお伺い

します。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  それでは７点につきまして順次ご答弁させていただきたいと思

います。 

 まず、対象の児童生徒ということのご質問でございましたが、小学校１年から中学校３年ま

でを対象として想定しております。平成２０年度では２,３４４人という数字的なものが出て

くると思っております。 

 次に、授業に利用する週当たりの時間数関係のご指摘があったと思います。学年によって若

干異なりますが、例えば小学５年生、６年生で２週に１回使用しております。これ以外に総合

学習、社会、理科等の調べの学習等で相当の使用がありまして、週１回以上の使用というふう

に思っております。 

 耐用年数関係につきましては、リース等も含められるというふうには思いますが、一忚５年

以上を想定しております。現在の技術ですと若干伸びている部分があろうかと思いますが、５

年を想定しているというふうにご理解をいただきたいと思います。 

 ４番の先生方の活用の関係でございますが、先ほど申し上げた部分があろうかと思いますが、

教材関係の作成、それと公文書あるいは児童の成績処理関係も個別の校務処理ソフトを使うこ

とによって可能になってまいります。そういったものと、先ほども申し上げましたが、わかり

やすい授業の展開というものもソフト等の導入によって可能になってくるというふうに思って

いるところでございます。 

 次が、ＩＴ活用による学力向上の部分ですが、先ほど滝田議員の質問とダブる部分があろう

かと思います。機器等の充実などによりまして、先ほど言ったように、総合的な学習の時間の

中で、中学校には既に技術家庭の中で取り入れられておりまして、その部分が充実されてくる

と思います。 
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 さらには、学力向上の観点からは、先ほど申し上げましたが小学校だと算数の図形関係、理

科、社会あるいはそういったもので図表、絵を用いた指導という形で、理解しやすい単元でそ

ういったものが指導されて理解度が期待されるのかなというふうに思っております。 

 それと、これは以前の調査だったんですが、広域に南那須教育センターがあったときの資料

のようですが、平成１４年度の調査でこの地区の児童生徒の８割がパソコンを使っての授業が

好きですというようなお答えもあったようでございますので、今後導入によって大きな効果が

期待できるのかなというふうには思っているところでございます。 

 次に、学校教育に関する情報化の部分でございます。学習の情報化あるいは校務の情報化と

いうものを先ほど提案理由の中でも説明させていただきましたが、直接的にはわかりやすい授

業あるいは覚えやすい授業等に情報、収集を確保するものでございますが、当然地域に対して

情報を発信するということも必要な部分かなというふうに思います。これはちょっとわかりま

せんが、学校が地域にホームページ等を充実をさせながら検討していく部分も出てくるのかな

というふうに思っております。学校の信頼を高めるのも１つでございますので、地域の開かれ

た学校の情報というものを地域に発信していければというふうには思っております。 

 最後に、情報の漏洩の事例の関係のご指摘でありまして、新聞等でも報道されている事件等

があるわけでございます。持ち帰り残業というものがあると考えております。今回の整備によ

りまして、公用のパソコンを校長の許可によって持ち帰りを認める予定にはしてございます。

しかしながら、データの保存関係につきましては、学校に整備をされますサーバに保存を原則

といたします。公用のパソコン内には校長の許可なしには保存できない仕組みといたしますの

で、データの持ち帰り関係はさらに厳しく厳正にしていきたいと思っております。 

 公用パソコンの一時保存という形をとりますので、セキュリティ対策には十分留意をして指

導をしていきたいと思いますので、この公用パソコンを持ち帰ることに関しましては盗難とい

うものには十分留意をさせながら強く指導をし、事故がないように指導していきたいというふ

うには思っております。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  １７番中山亓男君。 

○１７番（中山五男君）  一通りの答弁はいただきました。費用対効果という面であと２点

ほどお伺いをしたいと思うんです。ただいまの答弁によりますと、小学５年生、６年生は２週

間に１授業ぐらい、場合によって週１時間ぐらいということなんですね。生徒数は２,３４４

人ということで、小学１年生からパソコンは使えるんですか。週に１回や２回ぐらいでこれほ

ど大量のパソコンが必要なのかどうか。隣の市が買ったからうちのほうでもというので、それ

ではいけないと思うんです。この辺のところを１点。 
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 それともう１点、答弁漏れが１つありました。次回の全国学力テストの際は間違いなく学力

向上というものが期待できるのか。これについて再度答弁をお願いいたします。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  小１から中３という答弁をいたしましたが、やはり学校に整備

をするわけでありまして、大きい学校とか小さい学校が当然あるわけですので、パソコン教室

といいますか、授業で使える台数等を全国では３.６０台、市は３.５４台という数字を申し上

げましたが、その前の文部科学省の数字ですと、教育用コンピュータの場合は文部科学省の数

字に当てはめて計算をしますと、那須烏山市の整備台数というのは８５３台という数字的なも

のが出てきてしまうわけなんですね。 

 それらについて今回、現在ありますパソコンを２００台ほど残しまして４８０台ほど新規購

入するわけでありまして、６７０台ほどのパソコンの導入という形になるわけでありまして、

それほど大きな出費ではない。これにつきましては各学校と十分に詰めをしながら、学校の授

業の時数、学校の教室も含めあるいは職員室も含め特別教室も含め、そういうものをもろもろ

計算をいたしまして、最小限の圧縮をしまして４８１台の購入というふうにしました経緯があ

りますので、何とかご理解いただければというふうに思います。 

 学力調査につきましては教育長のほうからお願いします。 

○議長（小森幸雄君）  教育長池澤 進君。 

○教育長（池澤 進君）  学力の点についてだけ私のほうからお答えさせていただきます。 

 あす、中山議員から質問が出ておりますが、パソコンについては議員もおそらく資料等の引

き出し等でご活用されているのではないかと思っています。もう既に小学１年生からパソコン

はインターネットの活用を含めて資料を引き出し、それを自分の考え方でまとめ、ときには誤

りの発表を学級の中で自分を表出する。しかし、そこにはお友達とあるいは先生と誤りを正す、

受容され、涵養されながら、自分の知識をまとめあげる。こういう授業を日々繰り返していき

ますと、必ずや結果はよくなるはずでございます。議員もそのようなことを期待されているの

ではないかと思いますが、そのようなことになるはずでございますので、お答え申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（小森幸雄君）  １７番中山亓男君。 

○１７番（中山五男君）  文部科学省では来年度も全国学力テストを実施する方針でおりま

すので、来年度はさらに学力向上につながるようご期待を申し上げまして、質問を終わります。 

○議長（小森幸雄君）  ２０番髙田悦男君。 

○２０番（髙田悦男君）  それでは何点かお尋ねしたいと思います。 

 まず、先ほどパソコンを持ち帰ることができるという答弁がありましたので、ノート型パソ



平成19年第５回定例会 第１日 

－84－ 

コンかなとは思うんですが、以前から、パソコンは買ったほうが投資効果が高いといつも私は

主張していたと思うんですが、今回そういうことでパソコン一式ということで買ったというこ

とは今後の費用の削減につながったのかなと思います。 

 続いて、デスクトップではなくてノート型ですよね。あとメーカーを指定したのかどうか。

ＯＳは何か。保守契約はどうなっているか。最後に光ケーブルのレンタル回線使用料はいかほ

どか。 

 以上、５点ですかね。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  詳細ですね、今の髙田議員の質問の主旨、ノート型には間違い

ございません。メーカーの指定はしてございません。それだけはお答えできるんですが、それ

以外の詳細の数値的なものにつきましては、ちょっと資料がないものですから、後で説明させ

ていただきたいと思います。申しわけございません。 

○２０番（髙田悦男君）  了解。 

○議長（小森幸雄君）  ３番久保居光一郎君。 

○３番（久保居光一郎君）  第２５号の議案についてですけれども、こういう形で整備をす

るということになった場合に、整備期間というのはどのくらいかかるんでしょうか。それをま

ずちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  きょう議決いただければ本契約という形になりまして、既に学

校のほうにはすぐに行政のほうが入りまして、場所関係も含めて仮稼働を３月の中旪、本稼働

４月ということで工程的なものは上がってきてございます。 

○議長（小森幸雄君）  ３番久保居光一郎君。 

○３番（久保居光一郎君）  これは平成１８年度から繰越明許をしているわけですよね。で

あれば、今になってはしようがないんですが、もっと早く立ち上げたほうがよかったのかなと

いう気がいたします。というのは、来年、再来年には興野小学校なども七合に統合されるわけ

ですよね。そうすると、３月いっぱいで整備されるということになると、１年しか使えないと

いうことですね。費用がどのくらいかかるのかわかりませんが、各校ごとの整備事業費が幾ら

ということはちょっとわからないんですが、平成１８年度に決まっていたものであったならも

うちょっと前倒ししてやったほうが使う部分が多かったのかなというふうな感じがいたします。 

 もう１点お伺いしますけれども、先ほど滝田議員のほうからも質問がございました。新しい

機器を導入するわけでありますから、新しい機器を導入した場合にいろいろな使い方とか、も

し何かの軽微な故障などがあった場合に各学校でそういうことに対忚できる現場の教員などを
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何名ぐらい確保してあるのか。また、行政のほうでそういう専門の指導員がすぐ故障の対忚に

駆けつけられるような体制はとってあるのかどうか。その辺についてもちょっとお伺いしたい

と思います。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  まず、今回の平成１８年度の事業で国庫補助を受けて整備する

わけでございまして、平成１９年度４月から学校情報化検討委員会ということで組織して、機

種等も含めた市の情報管理のほうも含めてセキュリティ対策等が十分にいくように、そういう

ものを含めてやってきた経緯がございます。その中で、確かにご指摘のように、おくれたのは

事実でありまして、稼働が４月には間に合うように努力はしてまいりたいというふうに思って

おります。そういうことでおくれた部分につきましては、言いようがございませんのでご理解

を賜ればというふうに思います。 

 情報機器関係でございますので、教育委員会事務局の者もおおむね対忚できる部分がありま

すが、委託業者との連携等も密にしながら、今後それらに対する対忚等につきましても対処し

ていきたいというふうには思っております。 

○３番（久保居光一郎君）  了解。 

○議長（小森幸雄君）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第２０ 議案第２５号について、原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第２５号については、原案のとおり可決いたしました。 

 お諮りいたします。本日の会議はまだ予定された案件が残っているため、時間を延長したい
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と思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議は延長することに決定をいたしました。 

                                    

     ◎日程第２１ 議案第２６号 字の区域の変更について 

 

○議長（小森幸雄君）  日程第２１ 議案第２６号 字の区域の変更についてを議題といた

します。 

○議長（小森幸雄君）  本案についての提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま上程となりました議案第２６号につきまして、提案理由の

説明を申し上げます。 

 本案は、平成１３年８月２２日付農計第６６－２号で計画決定のありました県営荒川南部地

区土地改良（区画整理）事業の施行に伴いまして、市内森田地区（第３換地区）の字の区域に

つきまして、土地改良実施後の現況に符号しない字の区域が生じたために、関係字の一部変更

を必要とするものであります。 

 つきましては、地方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の議決を得たく提案するも

のであります。 

 詳細につきましては、経済環境部長に説明をさせますので、何とぞ慎重審議をいただきまし

て可決、ご決定賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  経済環境部長佐藤和夫君。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  命によりまして、補足説明を申し上げます。 

 県営荒川南部地区土地改良区画整理事業につきましては、平成１３年度に着手し、高瀬、大

里、小塙、森田地区の８４.３ヘクタールの農地を整備し、平成２０年に換地処分を完了する

計画になっております。本案件は、４地区ある中で最初に森田地区、第３地区でございます、

の字の区域について整備後の土地にあった字の区域に変更するものであり、来年度は残りの換

地区の字の変更を予定しております。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。添付資料にありますように、変更調書ですね。

では、変更調書では変更前のそれぞれの地番の字が変更後は右のような字に変更になります。 

 次のページをごらんください。字界変更位置図として、ちょっと見づらいんですけれども、
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今回、森田地区で該当する箇所が斜線で示してありますので、ごらんいただきたいと思います。 

 最後のページをごらんください。字の区域の変更図としまして、具体的に字を変更するとこ

ろが色分けして示してあります。赤い点線が新しい字になる範囲です。水色の線はほ場整備を

した区域を示しています。 

 以上のとおりでございますので、内容をご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（小森幸雄君）  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第２１ 議案第２６号について、原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第２６号については、原案のとおり可決いたしました。 

 お諮りいたします。日程第２２ 議案第１号から日程第２８ 議案第７号までの平成１９年

度の一般会計補正予算、特別会計補正予算、事業会計補正予算の７議案を一括して議題といた

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 
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     ◎日程第２２ 議案第１号 平成１９年度那須烏山市一般会計補正予算について 

     ◎日程第２３ 議案第２号 平成１９年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予 

                  算について 

     ◎日程第２４ 議案第３号 平成１９年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算に 

                  ついて 

     ◎日程第２５ 議案第４号 平成１９年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計補 

                  正予算について 

     ◎日程第２６ 議案第５号 平成１９年度那須烏山市下水道事業特別会計補正予算 

                  について 

     ◎日程第２７ 議案第６号 平成１９年度那須烏山市簡易水道事業特別会計補正予 

                  算について 

     ◎日程第２８ 議案第７号 平成１９年度那須烏山市水道事業会計補正予算につい 

                  て 

 

○議長（小森幸雄君）  したがって、議案第１号 平成１９年度那須烏山市一般会計補正予

算から議案第７号 平成１９年度那須烏山市水道事業会計補正予算までの７議案を一括して議

題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま一括上程となりました議案第１号から第７号までの提案理

由の説明を申し上げます。 

 まず議案第１号は、那須烏山市一般会計補正予算（第４号）についてであります。概要でご

ざいますが、補正予算額は１億４,３９４万８,０００円を増額し、補正後の予算総額を１１３

億２,２８１万８,０００円とするものであります。 

 内容を申し上げます。一般会計補正予算（第４号）につきましては、平成１９年度第３四半

期に入ったところでございますが、事業費の精算、確定に伴うものや新たに事業費等を追加計

上し、速やかなに対忚しなければならない事務事業が生じましたことから、今回、補正予算を

編成したところであります。 

 主たる内容であります。歳入を申し上げます。地方交付税のうち、普通交付税についての額

の確定に伴い増額補正するとともに、国、県支出金としての児童手当の制度改正に伴う負担金、
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障害者自立支援補助金、農業費補助金等を追加計上することにいたしました。また、前年度繰

越金を計上し、繰入金につきましては介護保険特別会計繰入金を減額補正するものであります。

諸収入は新道平遺跡発掘調査に係る負担金となっております。 

 寄附金につきましては、沢村一一様、那須烏山市婦人会様、南那須ダンスクラブ様、那須南

農協様から賜りましたが、その趣旨に沿い予算措置をいたしておりますので、ここにご芳志に

対し深く敬意を表し、ご報告申し上げます。 

 次に、歳出について申し上げます。総務費は人事院勧告に伴う職員給与費及び職員の早期退

職に伴う退職手当組合負担金など、人件費の増額補正を行いました。また、市有財産管理費と

いたしまして、支障木伐採等及び処理委託費等を新たに計上いたしました。民生費は、後期高

齢者医療制度事業費や児童手当引き上げに伴う給付費及び生活保護費を増額補正をいたしまし

た。 

 農林水産業費につきましては、県の補助事業を導入し、ナシ棚及び防ひょう網の設置補助金

を追加計上し、産地育成の推進を図ることといたしました。 

 土木費におきましては、道路維持管理費及び整備費を追加計上し、道路の危険箇所対策等を

緊急に実施し、道路の適正な維持管理のために予算を増額補正することといたしました。 

 教育費の主なものは、小学校統合事業費として新境小学校に係る建物本体工事費及び外構工

事費を計上するとともに、烏山中学校体育館雤漏り修繕工事費を追加計上いたしました。また、

文化財調査費として新道平遺跡発掘調査受託事業費を増額補正いたしました。 

 最後に、災害復旧費につきましては、平成１９年９月６日、７日に発生をいたしました台風

９号豪雤災害による災害復旧工事費（国庫災害１カ所）及び補助対象外の単独災害に係る補助

金（９カ所）の予算措置を講じることといたしました。 

 議案第２号は、国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてであります。今回提案を

いたしました補正予算は、事業勘定及び診療施設勘定であります。 

 事業勘定の補正予算額は、歳入歳出額にそれぞれ１３万２,０００円を追加し、補正後の予

算総額を３３億７,４７７万７,０００円とするものであります。 

 内容でございますが、職員給与費人件費の減額、特定健康診査に係る経費及び一般被保険者

の国民健康保険税還付金等に不足が生じる見込みとなったため、所要額を計上したものであり

ますが、これらの財源につきましては一般会計繰入金の減額と繰越金をもって措置をいたしま

した。 

 次に、診療施設勘定の補正予算額は、歳入歳出額にそれぞれ４１万６,０００円を追加し、

補正後の予算総額を９,９１１万６,０００円とするものであります。主な内容は、七合診療所

の待合室及び事務室のエアコンを交換するため、所要額を計上したものであります。これらの
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財源につきましては、一般会計繰入金をもって措置いたしました。 

 なお、本案は過日の国民健康保険運営協議会に諮問し、原案どおりの答申を得ておりますこ

ともご報告申し上げます。 

 議案第３号でございます。介護保険特別会計補正予算（第２号）についてであります。今回

の補正予算額は、当初予算の歳入歳出額にそれぞれ１,２６９万３,０００円を追加し、補正後

の予算総額を２０億２,６６９万７,０００円とするものであります。 

 内容でございますが、平成１８年度介護保険特別会計の国及び県等への実績報告に基づき、

介護給付費または地域支援事業費で精算交付されるものや前年度繰越金を介護給付費財政調整

基金へ積み立てするため措置するものであります。 

 議案第４号は農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）についてであります。今回提案

をいたしました補正予算は、職員人件費及び水処理施設の維持管理に係る光熱水費を精査し、

その所要額７０万円を計上したものであります。これらの財源につきましては、農業集落排水

事業加入金をもって措置いたしました。 

 議案第５号は下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてであります。今回、提案をい

たしました補正予算は、工事に伴う廃棄物処理費用、業務委託料、職員人件費、施設修繕料及

び汚水ます設置に係る工事請負費を精査し、その所要額６６９万１,０００円を計上したもの

であります。財源につきましては、前年度繰越金、栃木県からの汚水ます移設補償費及び市債

をもって措置をいたしました。 

 議案第６号は簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）についてであります。今回の主な内

容は、職員手当等の改定に伴う人件費の増額であります。歳入につきましては、前年度繰越金

を増額し、歳出につきましては職員手当等と共済費を増額するものであります。歳入歳出それ

ぞれ４５万５,０００円を増額し、補正後の予算を歳入歳出それぞれ１億４,０３８万円とさせ

ていただきます。 

 議案第７号は水道事業会計補正予算（第２号）についてであります。今回の主な内容でござ

いますが、営業費用及び建設改良費を増額し計上するものであります。 

 営業費用は、原水費及び浄水費を１３万５,０００円減額し、配水及び給水費を７７３万７,

０００円、総係費を６９８万７,０００円増額し、雑収益８万６,０００円を財源の一部とさせ

ていただきます。また、建設改良費を４４５万円増額させていただきます。 

 これによりまして、収益的収入６億３,４８６万７,０００円とし、収益的支出６億５,８７７万

８,０００円とさせていただきます。また、資本的支出３億８,７４４万円とするものでござい

ます。 

 以上、議案第１号から議案第７号まで一括提案理由の説明をさせていただきました。何とぞ
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慎重審議をいただきまして、可決、ご決定賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の

説明とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  ただいまの補正の関係なんですが、何点か質問いたします。 

 まず、高齢者福祉費の後期高齢者医療制度事業費の２８７万４,０００円、金額云々じゃな

いんですが、これから来年度の予算を組むということを考えたときに、医療費は随分縮小して、

今、またいろいろな形でお金を高齢者に対して支給する中から天引きをするという形になって

いるようでありますが、そういう中でこの予算自体はどのぐらい伸びつつあるのかお伺いする

ものであります。 

 それと、農業振興費、需要対忚型園芸産地育成事業、これは何なのか。先ほどナシ云々とい

う話がそうなのかどうか。ちょっとそこら辺のところをお伺いするものであります。 

 それと、これはちょっと所管事務なので聞きづらいんですが、１つだけお許し願いたいと思

っています。１つだけ済みません。烏山幼稚園、今、現在何人いるのか。それと１人につきど

のくらいの経費がかかっているのか。烏山幼稚園の特色は何か。それだけお伺いしたいと思い

ます。 

 それともう一つ、最後のほうに修繕費、これはわらび荘の修繕費１００万円以内は今現在管

理運営している方が払って、１００万円を超えた場合は役所がもつという契約で始まったと思

うんですね。今はそういうのがどうなっているのか、それと、前は契約書はそうなっていたと

思うんですが、今はどんなふうになっているのかお伺いするものであります。 

○議長（小森幸雄君）  市民福祉部長雫 正俊君。 

○市民福祉部長（雫 正俊君）  後期高齢者の医療費制度についての伸びにつきましては、

７５歳以上の方が高齢者医療費の該当になりまして、現在はおおむね年間６０万円程度が７５

歳以上の医療費となっております。したがいまして、これらにつきましては毎年１５０名から

２５０名ぐらいずつふえておりますものですから、単純に計算しますと９,０００万円程度ほ

ど毎年医療費は伸びる傾向にあるかと考えております。 

 また、幼稚園につきましては今手元に資料がございませんので、大至急資料を取り寄せまし

てお答えをしたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  経済環境部長佐藤和夫君。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  需要対忚型の園芸産地育成事業につきまして申し上げたい

と思います。これはナシ棚と防ひょう網の設置でございまして、当初では３名で１万６,９６９



平成19年第５回定例会 第１日 

－92－ 

平米、事業費で７１８万円を計上させていただいておりますが、３人ふえまして６人にふえま

した。面積も６,７３７平米ふえまして予算計上させていただいたものでございます。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  わらび荘関係の内容等についてご説明を申し上げます。わらび

荘関係等については、滝田議員からご指摘のありましたように、従前は１００万円ということ

で契約を結んでいたというふうに思っております。その後、現在わらび荘等についても非常に

古くなったということから、非常に修繕箇所がふえてきたというのも実態でございまして、今

後等については修繕等についてはお互いに協議をしながら対忚していきますということで、現

在運用させていただいております。 

 改修工事等については施設そのものを改修する工事ではございません。内容等について若干

触れさせていただきたいと思いますけれども、これについては火災報知機関係の修繕でござい

まして、消防関係の点検の際に、これについては現在整備をしなければ宿泊施設としては認め

ませんよということで指摘をされたものでございます。これらについては、設置関係、行政が

設置をしているということから、今回すべてのかね等について予算計上をさせていただいたも

のでございます。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  幼稚園云々は結構です。所管事務なものですから、後でまた聞か

せてもらいます。 

 最後のわらび荘の話なんですが、傷んできた、そういう中で火災報知機というんですが、全

体的にもう相当傷みもひどいようなんですね、見てみると。歩いても尐し沈んでみたりという

のがあるようですので、変な話、どこまで手を入れたらいいのか。そういう中で、今後の考え

方としてはそういう修繕、修繕でやっていくのか、一部は当然大規模工事をやるのか。そこら

辺も含めて検討する時期になっているのかなと思うんですが、そこのところがまず１点。 

 それと、わらび荘とは直接は関係ないんでしょうけれども、その周りの問題ですね。今、お

荷物になっている天体望遠鏡があるところ、県のほうから借りて、押しつけられてというか、

委託金よりもこちらでお金を払っているほうが多いとか、周りのバンガローとか、そういうあ

そこ一帯のこれからの考え方、整備していくか。あと地元の人もあの周りは草刈りとかそうい

うのは手伝ってやるよということで、前のころは地元の人もボランティアでやってくれたりと

いうのがあるようですけれども、あのバンガローも傷んでいてあまり使えないとか、考え方は

どういうふうに。あれも市の持ち物でしょうから、どういうふうに考えていくのかを含めて質
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問したいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  わらび荘関係等については、従前は行政財産として宿泊施設、

関係で建てたものでございます。現在の使用形態からすると、普通財産の位置づけにさせてい

ただいております。そういうことからしますと、現在滝田議員からご指摘がありましたように、

ここらで行政として必要財産なのかどうか。また、そこの近辺施設にありますバンガロー関係

等も含めて指定管理者も視野に入れながら、どういうふうな対忚を今後していくかというのは

早急に検討する必要があるだろうというふうに思っております。 

 しかし、わらび荘関係等につきましては、先ほど申し上げましたように、普通財産というこ

とでございますので、これは指定管理者制度にはなじまないということもあるわけでございま

して、その辺を総体的に検討をさせていただいて、早急に方針等を出してまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○１９番（滝田志孝君）  了解。 

○議長（小森幸雄君）  １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  今出ました後期高齢者の問題でございますが、これが本日の市長

の最初のあいさつにもありましたけれども、保険料が決まるというような中でさまざまな問題

点がはっきりしてきましたですよね。例えば後期高齢者の医療制度に合わせまして６５歳から

７４歳までの高齢者も年金から国民健康保険を天引きをするということで、年金から引ける人

はいいんだけれども、実際に月額１万５,０００円未満の人は窓口にこの保険料を納付するわ

けですよね。もしこれが滞納になれば保険証の取り上げの対象になるということです。 

 現在の老人保健制度では、７５歳以上の高齢者は国の公費負担医療を受けている被爆者や障

害者と同じく保険証の取り上げが禁止されていますが、この後期高齢者でこの低所得者の保険

料がもし払えなければ、保険証は取り上げにならないというようなことが決まったのかどうか。

その辺、県の広域連合のほうでどういう論議になったのか、お示しをしていただきたい。 

 さらには、この診療内容も大幅に制限されまして、幾つもまたがって受診するものが制限さ

れる。あるいは薬も制限される。高齢者の患者がいればそこは老人病院という指定を受けてラ

ンクが下がりますから、病院から締め出されるということですね。こういう問題も非常に明ら

かになっていまして、全国でもこれはとんでもない制度だということで、全国の大きな自治体

を初め２００を超える地方自治体で４月からの実施は中止すべきだというような意見書などが

出ている実態があります。こういう中で、そういう延期をするような論議があったのかなかっ

たのか、その辺ももしご答弁が得られれば幸いです。 
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 １８ページの小学校の統合事業費２,２１５万８,０００円ですね。これは境小学校、東小学

校の統合に伴う、境中学校を小学校にリフォームするための費用かなというふうに思うんです

けれども、まだ中学校のリフォームが進んでおりませんが、今後どのような日程と内容で整備

をしていくのか。来年の４月開校には十分間に合うのではないかというふうに思いますけれど

も、その辺のご説明をいただきたい。あわせて、ほかの小学校区では学童保育所を進められて

おりますけれども、この新設境小学校につきましても学童保育所が進められるのかどうか。そ

の準備がされるのかどうか確認をしておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  市民福祉部長雫 正俊君。 

○市民福祉部長（雫 正俊君）  それではお答えさせていただきます。 

 最初にご質問がありました６５歳以上、いわゆる前期高齢者の制度ですが、まだ前期高齢者

の制度につきましては現在来年から後期高齢者７５歳以上の制度が決定しているわけでござい

まして、それらにつきましてはまだ国のほうで検討中でございます。（「那珂川町ではもう今

回の議会に出ていますよ。６５歳以上の国民健康保険税の年金引き上げは」と呼ぶ者あり）ま

だです、それは。（「そうなんですか。那珂川町では議会に条例改正が出ています、今議会に、

これは確認しました」と呼ぶ者あり）６５歳から７４歳の前期高齢者につきましては制度が固

まっておりませんものですから、多分いずれはそのように前期高齢者、後期高齢者で年金が

６５歳ですから年金から引き落としさせていただく制度ができてくると思いますが、現在のと

ころまだその制度は固まっておりません。 

 今、ご質問がありましたように、年金が月額１万５,０００円の方は普通徴収という形で市

のほうで直接徴収をさせていただきまして、１万５,０００円以上の方につきましては年金か

ら２カ月に１回ずつ引き落としさせていただくことになりますが、資格者証につきましては、

平成２１年度から国民健康保険と同じように発行させていただくことになっておりますが、こ

の後期高齢者制度につきましては軽減措置がありまして、国民健康保険と同じような金額を算

定しまして７割軽減、５割軽減、２割軽減ということで軽減制度がありまして、今回下野新聞

に出ておりましたが、そういうことで国民年金ですと７９万円の方は７割軽減ということで年

額１万１,３００円、そういうことで国民健康保険よりも後期高齢者制度につきましては軽減

措置が充実されているということで、できるだけそちらのほうの制度に乗っていただけるよう

な形で進めていきたいというふうに考えています。ただ、資格者証につきましては平成２１年

度から発行することになっております。 

 また、診療内容の制限につきましては、現在また検討中ということで、正式にまだそのよう

な決定とか情報につきましても私どもは得ておりません。 
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 以上で答弁を終わります。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  私のほうから小学校の統合事業費の関係、ご指摘いただきまし

た。ご案内のとおり、新境小学校につきましては平成１８年度の国庫補助事業で４,２００万

円ほど明許繰越をした事業でございます。これにつきまして事業発注にあたりまして、現在の

傷みぐあい等を十二分に精査をしながら、繰越分であります４,０００万円につきまして本日

現場説明、そして来週が入札というふうなことで進められているようでございます。 

 この中身としましては、教室の内装が主になりまして、廊下あるいは各教室関係の内壁と床

関係が主になります。あわせまして、黒板の問題あるいは階段の問題等がこの工事費の内容に

は入ってきている。平塚議員ご指摘の学童保育の整備につきましても、繰越の中で今回の４,

０００万円の予定の中には入ってございます。そういうことでございますのでご理解をいただ

ければと思います。 

 なお、今回補正をいたしました２,２１５万８,０００円の内訳につきまして若干申し上げた

いと思います。統合年度に限りということで、児童のジャージ、被服費関係、これが１７０万

円ほどございます。両校ともやはり今の時代に合わないというような学校の指摘等もありまし

て、あわせまして現在の２年生から５年生まではすべて新調してあげましょうということで

１７０万円ほど予定させていただきました。 

 あわせまして、しばらく学校を使っておりませんでしたので、給食を上げるものの補修が入

ってまいります。あわせまして、統合事業でありますので、境小学校、東小学校からの物品関

係の運搬費、委託料関係になりますが、そういったものも今回予算措置をさせていただきまし

た。 

 あわせまして、今回、市長が提案理由の中で申し上げましたように、外構工事関係が若干建

物の整備で若干必要になってまいりましたものですから、２階、３階のベランダの防水が、踊

り場、子供たちが外に出て通路になる部分があるんですが、そこのベランダの防水工事が今回

余儀なくされてきているというものと、小学校でありますので、児童の遊具関係と正門の外構、

これも統合の中で境中学校の同窓会の記念碑等がございます。それらの移設関係等の規定の工

作物の移設工事関係、体育館の前が校庭と随分段差がございます。小学生には危ないものです

から、フェンス関係の工事も今回追加補正という形で予算措置をさせていただいてございます。

それが外構工事として合わせて１,６５０万円ほど工事費を予定をさせていただいています。 

 なお、境小学校と東小学校、現在閉校に向けまして準備委員会を立ち上げておりまして、昨

年度の例にならいまして交付金という形で両校合わせて４８万円ほど予算措置もさせていただ

いているというのが２,２１５万８,０００円の中身になります。 
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 以上です。 

○議長（小森幸雄君）  １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  後期高齢者の医療問題については、これは問題がだんだん明らか

になってまいりまして、本当にお年寄りを医療から締め出すとんでもないことですから、中止

を求めます。答弁は結構です。 

 小学校統合関係なんですけれども、説明でよくわかりました。なお、送迎関係ですね、バス

の手配はどういうふうになるのか。この中に入っているのか、また別なのか。その辺の考え方、

進め方についてもう一度確認しておきたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  児童生徒の通学時の安全対策ということでスクールバスの関係

のご指摘だというふうに思います。東小学校のスクールバスが現在ありますので、それらにつ

いては利用するということになります。あわせまして、２キロメートル以上になりますと下境

地区ですね、保育所より南、本庄呉服屋さんから南が該当するんですが、そうなると市営バス

は通っておりますが、乗れない部分がございますので、それらについてはバスの購入ではなく

て持ち込み関係も含めた委託で今後検討していくということで、バス１台の増設といいますか、

スクールバスの運行は入ってくるのかなというふうに思っておりますので、ご理解をいただけ

ればと思います。 

○１６番（平塚英教君）  どうぞよろしくお願いします。以上です。 

○議長（小森幸雄君）  ９番野木 勝君。 

○９番（野木 勝君）  １点だけ教えてください。一般補正で１９ページですが、一番下に

教育費で文化財調査費というのが３２２万３,０００円ぐらいありますが、これはどういった

ところを調査するのか具体的にお答えください。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  これは以前もお話をしましたが、歳入で見ておりまして、新道

平、林テレンプさんの工事現場でまだ遺跡が出てきた部分がございます。今、そういうことで

３２２万３,０００円は文化財調査費ということで載せておりますが、雑入として歳入のほう

も林テレンプさんのほうから同じ金額を委託事業のような形で受けておりますので、それで受

けて、職員が一般会計の中で予算措置をして調査をしている。ですから、林テレンプさんの工

場跡地の文化財の調査ということでございます。 

 以上です。 

○９番（野木 勝君）  了解。 

○議長（小森幸雄君）  １７番中山亓男君。 
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○１７番（中山五男君）  １点だけお伺いします。 

 教育次長、１０ページの教育費についてお伺いしたいと思います。この小学校費、先ほども

平塚議員が質問しましたが、ここで２段目に小学校統合事業費として今回２１１万５,０００

円を追加しております。これは平成１８年の３月に既に４,２６３万４,０００円、ことしの当

初予算でも２５１万７,０００円、９月には２万６,０００円、合わせて６,７３３万５,０００

円の予算になるはずなんです。教育委員会はこういった予算要求をいつも小出しにしながら追

加をしているわけなんですが、これでおしまいなのか。まずお伺いしたい。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  新境小学校の改修関係につきましては、市が平成１８年度の繰

越で４,２００万円を繰越明許でやらせていただきました。その後、やはり学校関係等の要望

関係も受けまして、調査あるいは改修関係を両校の学校長と、現地調査を踏まえながら既存の

当初予算で私どもで見た部分と、学校からの要望も多々ありますので、そういうものも含めて

あるいは先ほど今回の補正の中身で申し上げましたが、外構で同窓会の要望等もありますので、

そういうものも含めて今回統合の学校の費用については整備関係はおおむねこれで終わりだと

いうことは難しいんですが、境小学校についてはおおむね整備がされるというふうには思って

おります。 

○議長（小森幸雄君）  １７番中山亓男君。 

○１７番（中山五男君）  東小学校と境小学校、合わせても児童数が約１１０名ぐらいだと

思います。そうしますと、今回の統合のために６,７３３万５,０００円、またある程度追加が

あるようですが、これほどの多額の費用がかかるわけでして、児童１人当たりにしますと６０

万円を超えるわけなんですね、この統合のために。 

 こういった小規模校のためにこれほどの経費を投入していいものかどうか。その判断は私た

ちはあしたの教育長に対しての一般質問の中にも入っているわけなんですが、こういった小規

模校の子供たちの学力と、例えば烏山小学校のような生徒数の多いところの子供たちの成績と

いうのは、比較してどうなのか。全く変わりない。いや、それどころか逆にさまざまな面を比

較すれば小規模のほうがいいんだと言えば、私たちもなるほどこれは有効に投資効果があるん

だなというような判断もできるわけなんですが、そういったテスト結果も公表しないとあって

は、我々もここでこれがいいものかどうか。１人当たり６０万円を投資するのがいいものかど

うか、全く判断がつかないところなんです。この辺のところ、きょう教育長として答弁のでき

る範囲内で結構ですから、１点お願いしたいと思います。 

○議長（小森幸雄君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  お金のほうだけ私のほうでご説明します。基本的には旧烏山の
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統合整備計画の中で粛々と統合を進めてございます。そういう中で旧境中学校を活用しての新

設境小学校の整備でありますので、費用的な部分、ご指摘の部分は多々あるというふうには思

いますが、何とぞご理解を賜ればありがたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願

いいたしたいと思います。 

○１７番（中山五男君）  わけがわかりませんが結構です。 

○議長（小森幸雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより議案第１号から第７までの７議案について討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  議案第１号から第７号までありますが、これらは先ほどの提案理

由の説明や質疑の中でもありましたように、所定の改正や必要経費の補正でございまして、や

むを得ないものばかりでございますが、ただ、１点、議案第１号の後期高齢者医療制度事業費

については、私は中止を求める立場からこれには同意できないということでございます。今度

の後期高齢者医療制度は、今現在加入している国民健康保険や健康保険から７５歳以上の高齢

者だけを締め出して、別な医療保険制度にする。しかも、高い保険料を年金から天引きをしま

して、２年ごとに自動的に引き上げる。しかも低年金、無年金の人が滞納しましたら、先ほど

の答弁にもありましたように、資格証明書、これは１０割払わなければ医者にかかれないとい

うことでございまして、明らかに診療内容の制限や薬の制限、また入院患者の締め出しという

ことで差別医療が進められることは明らかであります。 

 さらに、この目的は、団塊の世代が後期高齢者になるまでに医療切り捨ての仕組みをつくっ

ておきたいということでございまして、高齢者を邪魔者扱いにする内容でございます。欧米を

見ましても、ヨーロッパの皆保険の国では、高齢者だけを別建ての医療保険にしている国はあ

りません。貧困と格差を広げる政治はだめだということで参議院選挙で審判が下ったわけで、

全国の地方自治体でも２００を超える地方自治体が凍結や制度の見直しということを議決をし

ております。こういう中で、私はこのようにお年寄りを医療の現場から締め出して、ますます

貧困と格差を広げるような後期高齢者の医療制度の導入には反対でございます。中止を求めま
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す。 

 以上で、私の反対討論とさせていただきます。 

○議長（小森幸雄君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。日程第２２ 議案第１号について、原案のとおり決定することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小森幸雄君）  起立多数。 

 よって、議案第１号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、日程第２３ 議案第２号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、日程第２４ 議案第３号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、日程第２５ 議案第４号について、原案のとおり決定することにご異議ありません。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、日程第２６ 議案第５号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、日程第２７ 議案第６号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、日程第２８ 議案第７号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号については、原案のとおり可決いたしました。 

                                    

     ◎日程第２９ 付託第１号 請願書等の付託について 

 

○議長（小森幸雄君）  日程第２９ 付託第１号 請願書等の付託についてを議題といたし

ます。 

 この定例会において受理した陳情書は、付託第１号のとおりであります。この陳情書につい

ては所管の常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小森幸雄君）  異議なしと認めます。 

 したがって、陳情書第９号 悪質商法被害を助長するクレジットの被害を防止するための割

賦販売法の抜本的改正に関する陳情についての陳情書については、経済建設常任委員会に付託

をいたします。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（小森幸雄君）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれで散会い

たします。 

 大変ご苦労さまでございました。 

［午後 ５時３９分散会］ 


